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平成２６年度宍粟市予算決算常任委員会（予算委員会）会議録（第３日目） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日  時  平成２７年３月１３日（金曜日） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

場  所  宍粟市役所議場 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開  議  ３月１３日 午前９時００分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

付託議案 

（建設部） 

  第38号議案 平成27年度宍粟市一般会計予算 

  第44号議案 平成27年度宍粟市下水道事業特別会計予算 

  第45号議案 平成27年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算 

  第46号議案 平成27年度宍粟市水道事業特別会計予算 

（まちづくり推進部） 

  第38号議案 平成27年度宍粟市一般会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員 

    委  員 長   岡 前 治  生    副委員長  林   克 治  

    委   員   鈴 木 浩  之    委  員  小 林 健 志  

      〃    飯 田 吉  則      〃    西 本   諭  

      〃    秋 田 裕  三      〃    東   豊 俊  

      〃    高 山 政  信  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席説明員 

（建設部） 

  建 設 部 長 前 川 計  雄   建 設 部 次 長 鎌 田 知  昭  

  建 設 部 次 長 福 岡 清  志   建 設 部 次 長 兼 建 設 課 長 花 井 一  郎  

  建 設 課 副 課 長 前 川   満   建 設 課 副 課 長 兼 工 務 係 長 谷 口 宗  男  

  建 設 課 副 課 長 兼 一 宮 地 域 振 興 係 長 祐 谷 桂  孝   建 設 課 副 課 長 兼 波 賀 地 域 振 興 係 長 井 口 靖  規  

  建 設 課 副 課 長 兼 千 種 地 域 振 興 係 長 大 北 真  彰   土 地 対 策 課 長 寺 田 美喜也 

  都 市 整 備 課 長 西 村 吉  一   都 市 整 備 課 副 課 長 兼 都 市 整 備 係 長 西 岡 公  敬  
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  水 道 管 理 課 長 福 井   功   上 下 水 道 課 長 中 務 久  志  

  上 下 水 道 課 副 課 長 太 中 豊  和  

（まちづくり推進部） 

  ま ち づ く り 推 進 部 長 中 岸 芳  和   ま ち づ く り 推 進 部 次 長 小 田 保  志  

  消 防 防 災 課 長 清 水 忠  二   消 防 防 災 課 副 課 長 兼 危 機 管 理 係 長 吉 田 忠  弘  

  消 防 防 災 課 副 課 長 兼 消 防 安 全 係 長 山 本 信  介   ま ち づ く り 推 進 課 長 井 上 憲  三  

  ま ち づ く り 推 進 課 副 課 長 樽 本 勝  弘   ま ち づ く り 推 進 課 ま ち づ く り 推 進 係 長 西 嶋 義  美  

  [一宮市民局] 

  一 宮 ま ち づ く り 推 進 課 副 課 長 兼 ま ち づ く り 防 災 係 長  田  路   仁  

  [波賀市民局] 

  副 局 長 兼 ま ち づ く り 推 進 課 長 松 木 慎  二  

  [千種市民局] 

  副 局 長 兼 ま ち づ く り 推 進 課 長 幸 福 定  利  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局 

   課 長 前 田 正 人   主 幹 清 水 圭 子  

   主 幹 原 田   渉  
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     （午前 ９時００分 開議） 

○岡前委員長 建設部の説明に入る前に、説明職員の方にお願いします。説明職員の

説明及び答弁は、自席でお願いします。着席したままでお願いします。どの説明職

員が説明及び答弁するかが委員長席から判断できないので、説明職員は挙手をし、

「委員長」と発言して、赤いランプが点灯したら発言してください。 

  それでは、建設部に関する審査を始めます。 

  それではどうぞ。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 皆さん、おはようございます。 

  それでは、建設部における平成27年度予算についての審議をよろしくお願いいた

します。ちょっと私、風邪を引いて声が出にくいんですが、申しわけございません。  

  私のほうからはあらかじめお配りをしております資料がありますので、予算の概

要を簡潔に説明させていただきます。 

  予算の編成に当たりましては、次期行革大綱にあります建設事業費の抑制、つま

り将来的な財政収支、健全財政の維持といった点から実施計画に基づき、当然何も

やらないということでなく、優先順位をにらみ、今やるべきことをしっかりと捉え、

実施することとしています。 

  部としましては、事業を進める上で選択と集中、優先順位を明確にし、施政方針

にありますまちづくりを限られた予算の中で、より効率を上げるべく予算編成に取

り組んできたところでございます。 

  建設部所管に係る当初予算額は、土木部と水道部が併合されたことにより、歳出

の総額は一般会計で約37億 6,000万円、特別会計、下水道事業特別会計及び農業集

落排水事業特別会計及び水道事業特別会計、３会計を合わせまして、約57億 8,600

万円となっております。合計で約95億 4,600万円となっております。前年度と比べ

まして約６億600万円増加しておりますが、建設事業費につきましては、年度ごと

にばらつきがあるため、一定の年限における総額の中での実施となっています。ま

た、住民ニーズに早急な対応をするため、今回増額と結果としてはなっております。  

  増額の主な内容としましては、一般会計で新設道路改良事業費、市道西二連瀬線

の橋梁上部工、施工上の問題等もありまして、単年度での施工となっております。

また、セラピーロード整備等、他事業の整備も含めまして約１億5,000万円の増額

となっております。 

  下水道事業特別会計では、千種中央浄化センターの監視装置等の老朽化による更
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新のため、また各施設の光熱水費、消費税、電気代料金の改正等による増なんです

が、約３億2,000万円の増額となっております。 

  主な施策は、継続しまして、道路改良及び修繕、河川水路の新設及び修繕、公園

整備、上下水道料金の助成、下水道事業特別会計の繰入金等となっております。 

  上下水道運営事業を含めて、住民に密接したインフラ整備、防災、減災、また老

朽化による長寿命化対策事業が主なものとなっております。 

  主要な施策につきましては、要点のみ次長のほうから説明をいたします。 

○岡前委員長 鎌田建設部次長。 

○鎌田建設部次長 失礼します。お配りしております主要施策説明書に沿って説明を

させていただきたいと思います。概略のみの説明となりますので、後々の質問等で

回答していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず主要事業施策の説明書の74ページをお開きください。 

  この上段にあります舗装修繕事業でございます。予算書でいいますと160ページ

から162ページ関係です。資料でいいますと８ページ、９ページがこれに当たりま

す。 

  舗装修繕事業は、平成25年度に道路舗装修繕計画というものを策定いたしまして、

優先度の高い順番に年度計画のもとに修繕計画をやっております。平成27年度は、

五十波梯線ほか４路線の合計５路線の計画をしております。総勢で3,000万円の予

定をしております。 

  次に下の段でございます。予算書でいいますと162から163ページの道路新設改良

事業でございます。資料で９から10ページ、また24ページに事業一覧を添付してお

ります。 

  道路新設改良につきましては、毎年実施計画に基づき進めておるわけなんですが、

冒頭部長が申しましたように、今年度西二連瀬橋の上部が発注となります。 

  道路改良自体は、西二連瀬線は債務負担で３カ年の事業で、昨年から着手をさせ

ていただいているんですが、どうしても上部を今年度発注をしないといけないとい

うことから事業費として5,000万円相当の昨年度よりはオーバーしております。５

億9,000万円の当初予算となって計上させていただいております。路線としまして

は、20路線で、工事は15路線、用地・物件等は10路線、測量・調査が６路線、登記

が10路線、中に県へ委託をしております加美宍粟線能倉バイパスの関係の１路線も

含めて上げております。 

  次に、主要事業の75ページ、上の段でございます。 
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  橋梁長寿命化事業でございます。予算書の163ページ、資料の10ページでござい

ます。 

  これは橋梁の長寿命化計画に基づきまして、全596橋あるうちの木橋を除きまし

て588橋の整備計画を立てて進めております。この平成26年に計画策定全てが終了

しまして、この平成27年からは再度５年が来ます50橋の点検と修繕の４橋を計上を

させていただいております。3,300万円の計上でございます。 

  次に、そのページの下でございます。 

  交通安全施設整備事業の通学路点検、予算書で163ページ、資料の10ページ、11

ページに掲載しております。 

  これは新たに今年度上げております事業でございまして、平成26年８月に策定い

たしました宍粟市通学路安全プログラムに基づきまして、市道におけます通学路点

検を実施しました中で対策が必要な箇所を３年間で対策をしていこうということで

実施をさせていただくものでございまして、平成26年度中で即できるものは対応を

させていただいているんですが、この平成27年度におきましては、木坂橋の高欄修

繕、あるいは千種の黒土学校前線の通学路の確保、あるいは通学路の啓発看板等の

設置等を実施する予定で1,500万円を上げさせていただいております。 

  次、めくっていただきまして、主要事業の76ページ上の段でございます。 

  かわまちづくり事業（今宿・中広瀬地区）でございます。予算書164ページ、資

料の11ページに掲載をしております。 

  揖保川の河川改修にあわせまして、文化・史跡の復元などを行う中で、水辺空間

を形成し、皆さんが集える水辺空間を形成しようということで、平成25年から実施

をさせていただいております。この平成27年度は、国交省の事業、河川改修事業と

調整を図る中で進めるわけなんですが、この市役所前に当たります部分を国交省と

しても完成をしていただくということの予定になっております。そういうことで、

それにあわせてその部分の供用開始をするための費用として6,100万円の計上をさ

せていただいております。 

  続きまして、その下の段でございます。 

  夢の小径事業、予算書の164ページ、資料の11ページでございます。 

  これはみんなでつくる夢の小径事業としましては、今年度、平成26年度から実施

をさせていただいている中で、この平成27年度は市政10周年のイベントの一環とし

ても取り組ませていただくということで新たに今年度は一般公募をする予定をし、

思い出の陶板等を作成していただいて、より愛着のあるかわまち公園を創設して、
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何回でも訪れたいと、そういうような公園にしたいということで計画をさせていた

だいております。この平成27年度は、その思い出陶板づくり、全体で4,400枚程度

の予定をしておりますが、その市政10周年イベントとしての1,000枚程度もそのう

ちで含めた制作と現地への張りつけ作業を計画をしております。 

  次に、77ページの上の段、地籍調査事業でございます。予算書の143ページ、資

料の８ページと27ページに載せております。 

  市内全域の地籍を明確にするために山林部の地籍調査を進めております。平成15

年より進めてまいりましたが、いよいよ平成27年より千種町に着手をする予定で波

賀町の齋木の４地区と千種の岩野辺の１地区を着手をする予定でございます。また、

平成26年度に引き続きまして、山崎町の平地部の過年度数値情報化業務、これもあ

わせて平成27年度も実施をする予定でございます。 

  次にその下、夢公園トイレ建替事業でございます。予算書の168ページ、資料の

11ページでございます。 

  夢公園内にありますトイレは、いろいろ市の代表するイベントやグラウンドゴル

フを初め、市民の憩いの場として広く利用されているわけなんですが、老朽化、あ

るいはイベント時の女子トイレの不足というようなことで利用者からいろいろ不便

をおかけして苦情も聞いたりもしておりますトイレでございます。このトイレを整

備する事業ということで、木造平家建ての60平米、男性用を大便器２、小便器４、

女性用を２器ふやしまして６器として、そこに多目的トイレ等を加えて８月の夏祭

りが終了した時点で着手ができるようなことで工程を考えております。この費用と

して2,890万5,000円を上げさせていただいております。 

  次のページからは福岡次長のほうにかわらせていただきます。 

○岡前委員長 福岡建設部次長。 

○福岡建設部次長 失礼します。上下水道関係の主要事業の説明をいたします。22項

目ありますので、主なもののみ御説明いたします。 

  まず一般会計なんですけれども、委員会資料では６ページから７ページとなって

おります。78ページの上段は福祉世帯水道料金等助成事業で、対象となります福祉

世帯の上下水道料金のうち、基本料金の一部を市が助成するもので、この平成27年

２月末で815世帯が対象となっております。 

  続きまして、79ページの下段でございます。合併浄化槽管理・設置事業で、市内

の個別処理区域の合併浄化槽を補助するもので使用者に合併浄化槽の適正な維持管

理をしていただき、公共水域の水質保全を図るものでございます。 
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  次に下水道会計ですが、委員会資料では13ページから15ページとなっております。 

  83ページの上段でございます。 

  83ページの上段は、公共下水道施設長寿命化事業で老朽化しました千種中央浄化

センターの監視システムの更新事業でございます。 

  次に、85ページの上段でございます。 

  これは、下水道事業法適化事業で、新規事業なんですけれども、委員会資料では

３つに分かれております。７ページ、14ページ、17ページということで、公共下水

道、農業集落排水、コミュニティ・プラント、この３つに分かれております下水道

会計を平成30年までに統合しまして、公営企業法の法適用をするための事業で、平

成27年度は、資産評価を実施する計画でございます。 

  次に、水道会計でございます。委員会資料では、20ページから23ページとなって

おります。 

  86ページ上段ですけれども、上寺浄水場第２期改良事業で、上寺浄水場の老朽化

しました電気・機械設備の更新事業でございます。工事は平成26年度に３カ年契約

で、既に発注しております。 

  次に、86ページの下段でございます。 

  上水道水源確保対策事業で、水道水の安定供給と災害に強いまちづくりを目指す

ため、水源の複数化を図るものでございます。平成27年度は、団地内に放射状集水

井戸を建設し、井戸及び近隣の施設の井戸の影響調査を実施する計画でございます。  

  それから87ページの上段から88ページの上段まで、この３項目につきましては、

市内の老朽化した水管橋や配水管、また水道機器の年次的な更新や管路の移設工事

等を行うものでございます。 

  最後に88ページの下段でございます。 

  水道施設遠方監視システム整備事業で、市内の水道施設を市の光ネットワークを

利用して遠方監視するもので、老朽しました監視装置の更新やシステム統一、これ

は４市民局ばらばらのシステムでございました。そのシステムの統一をすることに

より、効率的な維持管理や異常の早期発見、また専用回線を使用しないことによる

経費の節減等を図るものでございます。旧４簡水の区域では、平成24年度より５年

契約でもう既に発注しております。山崎区域につきましては、平成27年度に発注の

計画でございます。 

  上下水道のほうは、以上でございます。 

○岡前委員長 ありがとうございました。 
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  建設部は、土木部と水道部が一緒になった関係で、予算額も全体で95億円という

ふうなことで大変大きな金額になっております。それとあと３分野に及ぶというこ

とで、審査の方法でありますけれども、まず一般会計のコミュニティ・プラント、

地域生活排水施設を除く道路工事でありますとか、そのあたりのところの一般会計

をまず質疑していただいて、それで下水道は地域排水施設や合併浄化槽、あと特別

会計２会計を含めてさせていただいて、最後に水道事業特別会計についてというふ

うな流れで分けさせていただきたいと思いますので、そのように進めさせていただ

きます。 

  それでは、早速ですけれども、まず一般会計の中で、建設部所管の下水道に係る

もの以外のところで、まず質疑を求めたいと思います。 

  それでは、誰からでも。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 おはようございます。 

  では、主要施策の説明の74ページの下段からお伺いしたいんですけれども、道路

新設改良事業ということで、平成27年度の予算が５億9,000万円で、前年度増減が

5,000万円ということになっていますが、道路の新設改良ということで、この事業

効果の中に渋滞の解消や不通区域解消のための道路を新設等々があるんですけれど

も、この費用対効果の試算はどのようになっているか教えていただきたいんですけ

れども。 

○岡前委員長 誰が答弁できますか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 費用対効果というのは、最終的にはまだ出していませんが、いろん

な形でニーズ、要望等がございます。その中での実施計画に基づいた事業計画とな

っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、費用対効果をまだ出していないのに支出できる根拠がわからない

んですが、まず。いろいろニーズがあるにしろ、それがどのように便益として計上

できるのかを考えないで、コストをかけることの妥当性がわからないんですが。 

○岡前委員長 前川建設部長、答えられますか。 

○前川建設部長 費用対効果を出すと多分費用対効果の部分で効果の部分が落ちる可

能性は高いんですが、先ほど言いましたように、いろんな要望、ニーズ等がござい

ます。その中で全体的な枠の中で実施計画を組んだために、費用対効果というもの
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までは最終的には出した実施計画というか、費用対効果を出した結果とはなってい

ない状況です。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 当然要望とかニーズとかということはわかるんですけれども、Ｂ／Ｃで

１を切るような事業を打つことは非常に今の財政状況から理解に苦しむんですけれ

ども。そんないろいろなニーズに対しても、それを便益として計上して、どれくら

いこの５億9,000万円、６億円ぐらいの投資というか、費用をかけた効果が市民に

還元されるのかを考えないといけないと思うんですけれども。出す気はないという

ことですか。 

○岡前委員長 鎌田建設部次長。 

○鎌田建設部次長 Ｂ／Ｃのみで道路新設改良を判断しているわけではなくて、当然

防災だったりという部分、それから孤立という部分というのが非常に宍粟市内には

１つの課題として以前から言われております。そういうことからＢ／Ｃのみで判断

できない部分というのが当然あります。費用として通行量がどうやというような部

分というのを計算し出しますと、さっき部長が申しましたように、具体的にどうい

う数字が出たかというのはわかりませんが、交通量自体がだんだん確かに落ちてき

ているこの時代に、道路を広げるという意味ではなしに、孤立性を防ぐという目的

も兼ねておりますので、避難路、あるいは迂回路的なものを構築していくというこ

とを主眼に置いた形でやっているわけなので、そのＢ／Ｃのみで判断をしていない

というのが現状でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 Ｂ／Ｃのみで僕は判断しろと言っているわけではなくて、確かに命の道

路的に孤立であるとか、災害時のこと、あと救急搬送がおくれるとか、そういった

ところは費用に換算できない部分はあるかと思うんですけれども、個別の工事に関

して、そういったところも含めて費用対効果がＢ／Ｃが１を切っても、いや、これ

は必要なんだというジャッジをするためにもＢ／Ｃははからなきゃいけないんじゃ

ないですか。災害のときとかも、その道路がないことによって、どれくらいの財産

が損失するのかとか、そういうことも便益として計上して、その上で判断を、いや、

それでもこれは必要なんだとかいう必要性を判断するんではないんですか。それが

ないまんま、いろいろ孤立するとか、防災の観点とか、それはわかるんですけれど

も、そんなざっくりとしたもので、これだけの必要をかけて道路をつくるというこ

とは僕はわからないんですけれども、まず。 
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○岡前委員長 答弁できますか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 数値的なＢ／Ｃの結果は、先ほど言いましたように出ていませんが、

全体的な宍粟市を見る中で、いろんな路線が要望、必要性を感じる中でグラフ的な

表で重要性が高いとか、今先ほど言いましたように避難経路とか、いろんなインフ

ラの関係で必要性があるというようなランク分けをしまして、採点をした中で数値

が高いものについて実施計画に乗せております。それで費用対効果の中身について

の幾らというようなことじゃなしに、緊急性が高いところからの実施計画に基づい

て道路改良等の実施をしております。以上です。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 僕が言っているのは、Ｂ／Ｃだけで判断しろと言っているのではなくて、

それも例えば出した上で、それに関してはＤ、例えばＢ／Ｃに関していうと効果が

ないからＤだと。だけども、ほかの防災やそういった孤立の解消とかというところ

ではＡがつけば、総評価でＢなりで、それで事業を実施するんじゃないですか。１

項目ですよ、そういった必要性を判断するための、Ｂ／Ｃは。それをやっていない

ということだったら、ただ要望すれば、それが通るのであれば何も必要性とか、あ

れに関係ないですよね。 

○岡前委員長 鎌田建設部次長。 

○鎌田建設部次長 済みません、言葉足らずで申しわけなかったんですが、実際、実

施計画を立てる段階で市道の改良の優先順位というのは、当然部内でも制作し、そ

の中で優先順位をつけているわけなんですが、その中には今おっしゃったように、

ある意味ざっくりとした言い方で申しわけありませんが、そういう費用対効果の部

分、それから緊急度だったり、それから重要度だったりとか、それから利用者戸数

ですとか、そういうものをいろいろ加味することの検討はさせていただきました。

その中で優先順位をつけさせていただいて実施計画の中で集中的に進められる部分

から緊急度の高いものからということで実施計画に反映をさせて予算化に結びつけ

ていっているというのが現状であります。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最後にします。じゃあ、Ｂ／Ｃというのも、一優先順位を図る項目とし

て図っているということをおっしゃっているんですか。先ほど図っていないという

ことをおっしゃったので。 

○岡前委員長 鎌田建設部次長。 
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○鎌田建設部次長 正確なデータとして収集したような数値ではありませんが、概数

ですけれども、そういう見方のＢ／Ｃとしての判断というのは１つの項目としては

検討させてもらっています。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  秋田委員。 

○秋田委員 主要施策の説明書の76ページ下段の夢の小径事業でありますが、これに

ついてお尋ねをいたします。 

  これはざっくりでいいんですが、小径の総距離は何メートルぐらい、100メート

ルとか、200メートルとか、どのぐらいの大きさになるんでしょうか。ざっくりで

いいので。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 夢の小径事業ですけれども、現在計画しておりますの

は、ちょうど今、市役所の横でＬ型の擁壁を建てております。あの部分の延長部分

について設置しようと考えております。 

○岡前委員長 距離はわかりますか。 

○花井建設部次長兼建設課長 約200メートルです。 

○岡前委員長 秋田委員。 

○秋田委員 その約200メートルにその4,400枚を張りつけるというふうに理解したら

いいんですか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 はい。今のところそういうふうに考えております。 

○岡前委員長 秋田委員。 

○秋田委員 地元のことでもあるんですが、この4,400枚、あるいは何枚になるのか、

5,000枚だろうが、6,000枚だろうがいいと思うんですけれども、大勢の方に、子供

さんや学生、あるいはお年寄りや現役ばりばりの社会人やいろんな方々に大勢に加

わってもらって、その陶板を準備するというところが楽しみなわけですし、私も地

元として非常にそれを楽しみに待っておりますので、大勢がかかわってその１つの

道200メートルか300メートルかの道をつくり上げたんだという、そういう足跡の残

し方というのが非常にこのポイントじゃないかなと自分は想像しているんです。そ

ういう意味で非常に200メートル、4,000枚前後の陶板をセットするということはお

もしろいものができるだろうと心待ちにしておりますので、大勢がかかわって夢は

１つの陶板の道ができ上がっていくというプロセスを大事にして盛り上げていただ
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きたいなということを強く思っております。予算のこと云々よりもそういう事業を

つくり上げていくというプロセスが非常に市民の向上心というか、郷土を愛する気

持ちを込めていけると、こう思っておりますので、ぜひ楽しいいい事業になるよう

に尽力願いたいなと考えております。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 もう少し詳しく言いますと、全体今4,400枚から5,000枚を思ってい

るんですが、今、小中学校、ことしの中学校の卒業生はもう卒業されましたので、

その方も含めて今度新１年生から在校生の中学校３年生までの子供たちを中心に

3,500枚、それで説明書に書いてありますように一般公募で一応1,000枚という予算

を上げさせていただいているんですが、これにつきましては、この４月以降に一般

公募しまして、若干の個人負担が中学校、小学校はなかったんですが、一般は公募

で一部負担をいただいて、今、4,000枚、5,000枚は張れる予定なんですけれども、

もう少し張れるスペースはあるので、ひょっとしたら大勢の応募がありましたら補

正等で対応をせなあかんかもわからないんですけれども、今のところ一般公募も含

めて一般の人も参加していただくというようなことで計画をしております。以上で

す。 

○岡前委員長 秋田委員。 

○秋田委員 今の回答を非常に楽しみに聞きました。願わくば、ふるさと納税なんか

やって今企画総務部でかなりの成果を出しておられますわね。だから盆・正月にお

帰りになるとか、あるいは遠隔地で県外で活躍されている盆・正月にお帰りになる

大人の方とか青年の方、そういった方々にも今までのふるさと納税なんかである程

度リストがわかっている範囲のところなんか、そういう呼びかけもしていただいて、

そして今、1,000枚前後を一般公募と言われたけれども、それが2,000枚であろうが、

2,500枚であろうが、そして帰るたびにふるさとに自分の手形が１つあるんだとか、

そういう楽しみをふるさとの思い出を残すというようなアイデアにして、一般公募

が若干でもふえたらありがたいなと今、答弁を聞きながら思っておりましたので、

ぜひそういう方向でやっていただきたいと思います。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 ふるさと納税の関係者の方の住所もわかっておりますので、市長か

らの指示もあります。それからふるさと納税者だけじゃなしに一般の方の公募も含

めてやっぱりどうしても名前は出したくないとかいう方もおられますので、本人さ

んの意向によるところが大なんですが、市民参加できるような形でなるべく有意義
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な事業が成立するようにと思っておりますので、また今後もよろしくお願いします。  

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 主要施策の75ページ下段の交通安全施設対策という部分なんですけれど

も、これは通学路の安全点検をされているわけですけれども、先ほどもお話があり

ました、緊急を要するものについてはもうやっていると。残りの分について整備す

るということになるんですけれども、ここに目標として100％になっているんです

けれども、これは今年度中に100％になるわけでしょうか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 通学路の安全点検につきましては、昨年の８月に実施

いたしておりますが、その中で市道に係る分が32カ所ございました。一応３年間を

めどに100％にしたいなということで考えております。現在、その32カ所のうち平

成26年度で12カ所終わっております。以上です。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 じゃあ、今年度中にそれが全て完了するというわけではないということ

ですね。ということは緊急性というか、危険度の高いところから順次ということに

なりますか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 基本的にすぐできるものから先にやりました。あとは

予算的な措置をせなあかんものとかいろいろありますので、そういうふうに考えて

おります。 

  それとちょっと平成24年度にも通学路点検を実施いたしております。それも３年

間でやるということで、その部分につきましては、今年度で全て完了ということに

なります。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 通学路といえば市道を含め、国県の道路があろうかと思うんですけれど

も、そちらについてはどういう状況になっていますか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 一応県道につきましては、24カ所ございまして、国道

が２カ所ございます。今の段階では、県道については７カ所終わっておりますし、

国道については２カ所のうち１カ所が終わっているというふうに聞いております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 国県のほうもできるだけ働きかけていただきまして、早急にできるよう



－130－ 

にお願いしたいと思います。 

○岡前委員長 答弁要りますか。 

○飯田委員 はい。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 働きかけておりますが、中には非常に大きな内容がご

ざいますので、それにつきましては、ちょっと時間がかかるということで、それで

も進めていただいております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 関連でございますので、先にお願いしたいと思います。 

  先ほど飯田委員がおっしゃっておった75ページの下段のほうなんですけれども、

実は御存じのように認定こども園が４月１日から行われるわけですけれども、認定

こども園の完成時は８月になっているんですけれども、あそこの入り口の部分なん

ですけれども、小学校の入り口、ちょうどここに黒土の路線に通学路確保工事とい

うことで予算を置いていただくようなんですけれども、そのあたりですが、ちょう

どあそこ見にくいというのか、前川部長も御存じのように４差路というか、ちょっ

と変形した交差点になるんですけれども、奥のほうはかなり見通しがましなんです

けれども、ちょうど山崎町側のほうが建物が建っておりまして少し見通しが悪いと

いうことを我々よく聞くんですけれども、そのあたりの工事はどうなのか、あそこ

らの安全対策についてどのように取り組んでいただくのかなと思うんですけれども、

もちろんその河川のほうは御存じのように余り広くないんですけれども、通行量も

少ないですからあっちのほうは安全かなと思うんですけれども、特に学校の今言っ

た箇所が大変危ないのかなと、これから先、子供さんのもちろん送迎についてもか

なりそういったところで用心せないかんのかなと思いますので、そのあたり今後の

対策とちょっとお願いしたいんですけれども。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 私も昨年の夏に一緒に同行させていただきまして、現地を歩かせて

いただきました。今おっしゃったこと重々承知しております。先ほど担当の次長の

ほうから言いましたように、緊急性が高くて早急に対応ができる部分については早

くしたいということで今おっしゃった交差点部、それから千種小学校の前等いろい

ろお聞きしておりますので、箇所については、担当のほうからある程度の目標につ

いて説明すると思うんですが、私も重々承知しているので、早急な対応を考えてい

きたいなと思います。 
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○岡前委員長 詳細説明できますか。 

  花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 一応先ほど言われました交差点から東へ県道の部分に

かけての水路があります。その水路の部分について暗渠化して幅員の確保をしたい

なというふうに考えております。 

  それから交差点部、本来なら今言われる建物がありますけれども、建物を移設し

てまでとか、そういうふうには考えておりませんので、今も大体カーブミラーが多

分ついていると思うんですけれども、そういうような形で対応したいなというふう

に思います。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 ぜひとも８月が開園ということになっておりますので、それに間に合う

ようにお願いできたらなと思うんですけれども、無理なことを申し上げますけれど

も、よろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点お願いしてもよろしいでしょうか。 

○岡前委員長 どうぞ。 

○高山委員 77ページなんですけれども、地籍調査の事業ということで、波賀町がや

っと完了したということで今お聞きしたんですけれども、次は千種町ということで

平成27年から38年にかけてということなんですけれども、少し早めていただいたら

なという思いがありますので、そのあたりと、その事業内容の下に一番下のほうに

山崎町地籍過年度数値情報化業務と書いてあるんですけれども、私、少し初めての

そういった事業だろうと思うんですけれども、そのあたりの説明を２点お願いした

いんですけれども。 

○岡前委員長 寺田課長。 

○寺田土地対策課長 失礼します。 

  まず最初に、地籍調査の早期完了ということになろうかと思うんですが、自治会

の協力を得ながら実施方法の検討なり調査体制の強化等を図っていきたいと考えて

おります。 

  また補助事業でございますので、予算の確保といいますか、事業の割り当ての増

に向けまして、県の関係機関と協議をしながら調査面積の拡大に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

  それと数値化のものですけれども、山崎町の平地部の地籍調査は昭和30年代から

40年代にかけて実施されております。そのころの測量方法といいますと、図解法と
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いいまして、平板測量が中心となっております。現在は、トランシットとか光波と

かいう形で数値法という方法をとっておりますが、現在の制度に合わせるためにデ

ータ化をします。データ化をしてコンピュータ管理をできるようにして、今の制度

と合わせていくという作業になります。以上でございます。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 先ほど回答をいただいたんですけれども、実は波賀町さんの場合は年次

を追って事業をされたんだろうと思うんですけれども、私どももよく聞くんですけ

れども、やはり地権者の方が高齢化になったりいろいろとなっておられるというこ

とでなかなか境がわからない部分があろうかと思いますし、そういったことのない

ように少しでも早く事業ができたらなという話をよく聞きますので、県とのヒアリ

ングもあろうかと思うんですけれども、そのあたり調整をとっていただいて、少し

前倒しはできないかなと、このように思うんですけれども、再度。 

○岡前委員長 寺田土地対策課長。 

○寺田土地対策課長 １つ千種地区、今回千種地区に新しく入るということで、具体

的には県営事業への取り組みというようなことも考えております。波賀町の時代は

団体営ということで進めておりましたが、新しい地区ということで県営事業の対象

になるというようなことを県のほうから聞いておりますので、そういった面でも少

しでも県営事業に取り組みながら予算確保をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  西本委員。 

○西本委員 ちょっと戻るんですけれども、通学路の点検のところですけれども、確

認をさせていただきたいんですけれども、まず１つは、通学路といえば高校生もお

られますが、それは調査の対象に入っていたのかどうかということと、それからグ

リーンベルトがございますよね、あれは市道とか県道とかの関係はあるんですけれ

ども、見た目非常にこんな狭いところ歩くんかいなという部分のグリーンベルトな

んかもあるんですけれども、そのグリーンベルトの引く判断というのは何か規定と

か決まりとかあるんでしょうか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 まず通学路の対象ですけれども、基本的に通学路とい

うのは小学校だけになります。ただ、今回の点検では中学生の通学路も含めて点検

いたしました。高校生については、一応対象外になっております。 
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  それからラインですけれども、ラインの設置基準というのがあるのかということ

なんですけれども、基本的に本当に今言われるように本当に狭い路肩、30センチほ

どのところにラインを引いておりますが、基本的には私が知っているうちでは基準

はないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、できるだけで視認性に訴

えて少しでも安全になるようにということでドライバーのほうにそこは歩道的に使

いますよという意味合いがあろうと思いますので、そういうふうに思っております。  

○岡前委員長 よろしいですか。 

  西本委員。 

○西本委員 主要説明書の77ページの下の夢公園のトイレの改装なんですけれども、

１点は、この工事中はどういう形で利用者に提供するのかということと、あとせっ

かくのすばらしい公園ですので、マッチしたデザインというか、そういうのを考え

られているかどうか。今のは公園にちょっとマッチしていないようなのでね、その

辺考えられているかどうかお聞きしたいんですけれども。 

○岡前委員長 西村都市整備課長。 

○西村都市整備課長 失礼します。 

  まず工事中の件ですけれども、毎日のようにたくさんの方が利用されております

ので、現在の計画としましては、今のトイレを残しまして、隣に新しく建てる予定

をしております。仮設トイレの設置等もあるんですけれども、非常に仮設トイレは

あと管理の面でもまた使いにくさもありますので、そういうようなことを考えてお

りますのと、あと大きなイベントが８月にありますので、計画としましては、それ

までに実施設計を済ませまして８月以降工事に着工するということ、それからデザ

インの件につきましても、現在の建物につきましては、確かにまだ使えるのかどう

かというようなこともあるんですけれども、非常にマッチはしていないというよう

なことで、木造の中でデザインも今後検討していきたいと考えております。以上で

す。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今の主要施策の77ページ下段の夢公園のトイレのことが出たのでちょっ

とお伺いするんですけれども、イベント等で非常に不便をかけているというお話な

んですけれども、年に何回そういう状況があるんですかね。入り切れなくて列に並

ぶとか、そういったところがどれくらい頻度としてはあるんでしょうか。 

○岡前委員長 西村都市整備課長。 
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○西村都市整備課長 今の時点では、年間大きなイベントとしましては、さつき祭り、

また夏祭り等が実施されております。現時点ではそういう状況なんですが、今後い

ろんな形で集客といいますか、そういうような中でイベントを打っていくというよ

うなことも一つの施策の中にはあるという中で、市の中心的な公園ということで、

市役所の横の中心的な公園ということで、そういうような格好で計画しております。  

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 確かにトイレを建てかえて風景にマッチするトイレをつくっていただく

のは結構なんですけれども、そういう例えばイベント等をやって、その状況で人が

いっぱい来るなあとか、それによってすごい不便をかけたなあという状況が起こっ

てからではだめなんでしょうかね。その間は、いろいろな大きなイベントとか、特

にマラソン大会とかは仮設トイレでしのいだりとかしていますよね、どこのまちで

も。ただ、だけどそれが恒常的に定着してきて不便をかけるからトイレを増設しよ

うとかいう判断はあると思うんですけれども、現時点でイベント等があったときに、

もう列に女性の不便が多いのかもしれませんけれども、列に並んでしまって、もう

仕方がないという状況がないわけですよね。その判断の順序がおかしくないですか。  

○岡前委員長 西村都市整備課長。 

○西村都市整備課長 失礼します。 

  まず、夏祭り等には、仮設のトイレを増設しております。現実的に増設しており

ます。また、たくさんの方が使われる場合に、ちょっと構造的なものがどうかとい

うことはちょっとはっきりわからないんですけれども、現在詰まりとか、それから

また施設としましては、構造上天窓なんかは上のほうに明かり取りなんかもあるん

ですけれども、昔一時的にはやった構造のものなんですけれども、そういった中で

老朽化が非常に進んでいるという中で、地元の方から利用者の方からもそういう建

てかえというか、きれいにできへんのかというような要望もいただいている中で、

今回一緒に見直したというようなことにしております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ごめんなさい、僕、2,800万円ぐらいのトイレというのがどんなトイレ

なのか全く想像できなくて、お金かけ過ぎちゃうんかというのが正直なところなん

です。かみかわ緑地公園のトイレも非常に立派でいいものなんですけれども、あそ

こ確かに多目的トイレとかは非常にお子様連れの家庭とかは使いやすかったりとか

すると思うんですけれども、全自動ですし、当然男子トイレしか知りませんけれど

も、全自動ですし、ウォシュレットはどうだったかわからないですけれども、そん
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なに必要、一部必要かと思うんですけれども、そこまでニーズがあるものとまでの

装備だとは考えられないんですけれども、今回そういった、ちょっと細かいことな

ので、その先かもしれないんですけれども、そういう過剰とまで言うとちょっと語

弊がありますけれども、見合った、例えば水は雨水を使うとか、そういった環境に

配慮しているとか、そういうことも含めてどんなイメージなんですか、2,800万円

のトイレというのは。 

○岡前委員長 西村都市整備課長。 

○西村都市整備課長 今考えておりますのは、先ほど言われましたようにかみかわ緑

地公園のトイレは、実際に使わせていただきましたら非常に広く、言われるように

いろんなものもついております。今回、夢公園につきましても多目的トイレという

ことで、子供連れの方も非常にたくさん使われておりますので、その中には同じよ

うな構造のもの、またオストメイトも設置するようにはしております。 

  あと、今の状況の中でいいますと、今言われましたように、それどこまでのレベ

ルのものを設置するかについては、十分検討する必要があるとは考えております。

現在、和式のトイレだけなので、非常に今の世代の方で和式のトイレというのは非

常に使い勝手も悪い。また、子供さんは使いなれていないというようなこともあり

ますし、また子供さんが使えるようなトイレも検討していく必要性があるんじゃな

いかなというようなことは、今後実施設計の中で検討していきたいと考えておりま

す。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ないようなので、ちょっとお聞きしたいのがありまして。 

  まずちょっと資料のことで主要施策の説明書の76ページ上段のかわまちづくり事

業なんですけれども、今年度6,100万円で前年度比増減4,100万円ということなんで

すが、まず済みません、資料の中で事業内容のところに社会資本整備総合交付金

40％、合併特例事業債95％ということで、これ計算して100を超えるんですけれど

も、どういう解釈をしたらいいんですか、60％ということですか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 一応補助金のほうが40％、その補助裏60％についての

95％が合併特例債という意味でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。 
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  今回6,100万円で、平成26年度2,000万円、この2,000万円はどのように使われた

んでしたか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 現在見ていただいたらわかると思うんですが、川の中

に問屋街の石積みの復元ということで石積みをしております。それと対岸のほうで

遊歩道的な整備、それから昨年度残っておりましたＬ型擁壁の前の擬木の転落防止

柵等の工事費になっております。 

○岡前委員長 ほかいかがですか。 

  小林委員。 

○小林委員 74ページの下段ですけれども、道路新設改良ということで、昨年、平成

26年度予算を組まれているんですけれども、なかなか工事が進んでいない。このこ

とについて、ちょっとお聞きをしたいんです。非常に着手してからおくれている関

係で、このいわゆる予算が使われていなくて、繰越明許費でかなり今年度に上がっ

ていると思うんですけれども、ちょっと時間がかかり過ぎるんちゃうかなと思うん

ですけれどもどうですか。 

○岡前委員長 花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 基本的に工事については、用地買収等が完了してから

ということになっております。その関係上、予算を計上しておりますが、それが終

わってからということで、発注がおくれる場合がたくさんあります。そういうこと

によって繰り越しをしていただいているというふうに考えております。 

  ただ、工事自体も実際に工事にかかりますと、いろいろな現場の状況によりまし

て、例えば庄能上牧谷線バイパスですと、事前に調査はしておりましたけれども、

情報ボックスの高さの関係で、再度調整が必要になったということで、そういう国

交省との調整等をする必要がございました。そういう関係で、予期せぬことが起こ

りますので、そのことによっておくれる場合があります。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 言われることはよくわかるんやけど、着手していよいよ優先順位がつい

て工事を着工することで自治会なり、地元に報告してからもやっぱり三、四年かか

るんですよね。それはちょっと長過ぎるんちゃうかなというのは、何をしよんどい

やいというような地元からの声なんですよ。ですから、こういうこと、こういうこ

とでおくれておりますということになると、やっぱり自治会も地権者の方々にも協

力もいただけるし、また地籍図が違っているということになりましたら、そういう
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立ち合いなんかもきちっとできるんじゃないかなと思うので、はたからというのか、

地元から見た目では、どうしても何でこんなに長いことかかるんやろうと。問い合

わすと、いや、今年度で何とかなりますと、何とかいううちにやりますというふう

に返事をして、これが平成26年度の予算で終わるんかなと、着工できるのかなと思

いましたら、平成27年度にまた延びたと。これいつまでたって、どないなるんだと

いうふうなやっぱり地元の声が出るんですよ。ですから、そういうことに、みんな

市民がそういうことを思っていますのでね。庄能の道路なんかにつきましては、買

収ということが非常に難しいというのはよくわかるんですが、買収は簡単にできる

んですけれども、地籍図が合わないとか、そういうことがあろうかと思うんですけ

れども、常々地元の方に協力を求めて、やはり一日でも早い、早く工事が済めば、

便利よく使えるわけなので、予算もこうしてちゃんと組んであるので、それで昨年

度も５億円ほどの予算が組んであって、それが使われていないと。それでまたこと

し５億円ほどと。そういうことに、私の考えからいったら、まだ上乗せして７億円、

８億円もことしあってもええんちゃうかと、そういうような考えなんですよ。です

から、道路が拡張してよくなるというのは、皆望んでおりますので、何か考えてい

ただいて、早くやれるように、もう優先順位がついて着手するということも決定し

ましたら、やっぱり早く手をかけてもらうというようなことを望むんですけれども。  

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 おっしゃることはよくわかりますし、こちらのこともよくわかって

いただいた意見だと思います。おくれる理由には、当然地図が合わないというよう

なこともありますし、それから地権者は協力するけど、それに対する相続ができて

いなくて、相続人が大勢ぶら下がっていたというようなことが後からちょっとわか

る点があったりして、どうしてもおくれると。それは例えば協力していただいた方

に、いや、こういうことでおくれているんですということはちょっと言いにくいこ

とがあって、なかなか用地交渉が難航しているんですというようなことしか言えな

いことがあるんですけれども、今おっしゃったように緊急性が高いところから優先

順位をつけてやっている事業でありますので、今後今の点は十分注意する中で早期

な完成を目指していきたいなと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 別に遊んでおるわけでも何でもない、もう一生懸命やっていただいてい

るのはよくわかるんで、その中でもやっぱり、早いことやってくれたなと言われる

のと、長いことかかってやっとできたがなというのとではやっぱり全然聞こえが違
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いますからね。やっぱり地元の人の捉え方も変わってきますので、極力努力してい

ただいて、また経験も積まれているので、こういうことになろう、こういうことが

起きるだろうというようなことは予測もできますので、そういうことを早目に話を

させていただいて、地元というのか、自治会にでも話をしていただいて、そしてな

るべく予算を組まれたら執行できるような形で進めていただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○岡前委員長 答弁はいいですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今、また道路の話がちょっと出たのでお願いなんですけれども、庄能上

牧谷線バイパスというのは、これは災害とか、孤立とかということとはちょっと違

う意味合いだと思うんです。渋滞緩和とか、あとは、これは山崎町時代に多分事前

評価されているので、市街化していくというか、住宅が外に逃げていかないように

中心地の利便性を高めるというような評価があったと思うので。ただ、先ほど緊急

性が高いところからということをおっしゃっていましたけれども、その事前評価が

あったのは、平成１桁台の話だと思うので、ぜひともほかの道路も含めて、今回そ

の道路新設のために用地のことであるとか、いろいろ建物の移転であるとか、そう

いったもので大分予算がついていますので、どういう評価、どういう優先順位をつ

けているかというリストを出していただきたいと思います。予算の妥当性を見るた

めに事前評価の資料を提出してください。 

○岡前委員長 部長できますか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 ちょっと確認させていただきますが、今の話は全路線のことですか。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 はい、全路線です。 

○岡前委員長 可能ですか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 庄能上牧谷線のバイパスについては、これは都市計画道路の位置づ

けになっています。それで昭和40ちょっと忘れましたが、に決定を打たれてから平

成13年度にまた見直しの中で今の事業化になっております。それについては、ちゃ

んとした位置づけの中の交通量等の関係で資料があります。それで一般的なニーズ

とか、要望とか、緊急性が高いところについてのものにつきましては、実施計画に

基づいた資料ということになりますので御理解だけお願いします。 
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○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それはどういう意味ですか、出せないということをおっしゃっているの

か、何を御理解したらいいのかわからないのですが。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 都市計画道路の位置づけの根拠については、当然その路線について

の評価があります。それで、実施計画に基づいて、それはそれであるんですが、一

般的な道路改良については実施計画に基づいた資料しかないので、ちょっと資料的

に大きな差はあるんですが、それでもよろしいでしょうかという確認です。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 その実施計画というのが、結局その計画の優先順位を決めるための評価

の部分もその計画を見ればわかるということで理解してよろしいんですか。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 整理させていただきまして、提出させていただきます。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 きょういただいている資料の２ページの７番に土地区画整理事業につい

てあるんですけれども、これを一旦廃してという形ですが、ここの中に具体的に実

態に整合した計画を進めていくためということがあるんですけれども、ここの部分、

どういうふうに考えておられるのか、お聞きしたいんですけれども。 

○岡前委員長 西村都市整備課長。 

○西村都市整備課長 失礼します。 

  区画整理事業につきましては、平成25年に兵庫県のほうから向こう３カ年のうち

に実施できるというか、動きのあるものを除いて見直しなさい、一旦廃止とか、い

ろんな計画を見直しなさいというような方針が出されまして、宍粟市においてもそ

ういう見直しに取り組みをさせていただきました。そういった中で102ヘクタール

の区画整理のエリアがあるんですけれども、現実的にはジャスコ周辺の民間でされ

た分を除いては全然手つかずの状況にありました。いろんなその区画整理とあわせ

まして、今先ほどからもありますように都市計画道路とか、いろんな土地利用の関

係の都市計画もあったわけなんですが、区画整理事業につきましては、法的には３

分の２以上の同意とか、いろんな同意のあれがあるんですけれども、今まで取り組

んだ状態の中では地権者のおおむね全ての方の同意をいただいて進めるという中で

計画されてきましたが、いろんな地元との協議の中で同意等の関係でできなかった
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というのが現状です。約40年間手つかずのまま残っている中で、残されたものとし

ましては、皆さんの市民の生活基盤といいますか、非常に道路等の整備も区画整理

のエリアにつきましては、区画整理でやる。また雨水幹線とか排水路の関係も区画

整理の中で全てやっていくというような計画の中で、そのエリアにつきましては、

非常にそういう基盤整備もおくれてきたと。そういった中で区画整理の今回実施で

きませんので、地元の意見等、各自治会も関係自治会、２回地元説明、また３回目

行ったところもありますけれども、また関係自治会長さんとの会合も含めていく中

で地元の意見を聞かせていただきました。そういった中で、とにかく今困られてい

ることとしましては、ゲリラ豪雨等での雨水での浸水被害とか、また中心のほうに

とか、緊急車両の通行ができないエリアとか、いろんなそういった中で、今ここで

書いております現実に具体的な実態に整合したというのは、そういった中で区画整

理の網を外して、今後必要な道路、また水路、また公園等も含めて計画をもって進

めていくというようなことで、現在地元説明に入らせていただいております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 ということは、地元説明をする中で市なりの構想、緊急性とか、そうい

う防災上とかというのがあるということですので、その部分についての構想のプラ

ン、こうあったらいいんじゃないですかというようなことを示すというような意思

はありますか、予定は。 

○岡前委員長 西村都市整備課長。 

○西村都市整備課長 基本的には都市計画道路10路線ありますけれども、非常に昔の

交通量等、交通量も実際変わっておりますが、そういった中での計画ではありまし

て、その辺の見直し。また現実的に今どこで渋滞が起きてとか、いろんなそういう

のを判断の中で、都市計画道路については、この路線、この路線というような格好

での判断もしておりますし、また雨水幹線４路線のこの区画整理でいいますか、城

下方面に向いての中では、４つの大きな水路の計画がありまして、今現在は上溝に

つきましてはほとんど整備ができている、まだ一部残っておりますけれども、そう

いった状況の中で、次、浸水被害が多く起きているエリアにつきましては、またそ

れに対する部分を検討するというようなことで、それにつきましても、今後、今現

在どれが１番、２番というようなことは、まだ決めていませんけれども、そういっ

た中で地元にはこういう問題が起きておりますとか、また浸水被害の場所の聞き取

りも、回った会議の中でもさせていただいております。 

  それとそれ以外の道路としましては、市道の中で必要な補助幹線的な道路も何路
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線か計画しておりまして、それについても地元のほうにはお示しさせていただいて、

この道路よりはこっちの道路やとかいうようなことで、そういうような要望につき

ましては、今現在情報としては集めておりますので、そういった中で今後決めてい

くというようなことで、またこれにつきましては、都市計画プラス、現実的に道路

担当部局であったり下水道の部局であったりとの調整、またほかのまちづくりとか

の中で調整しながら進めていくというようなことを考えております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この計画自体がこの40年近くもうストップしたまま、余り前に進まなか

ったということで大変難しい事業であることはわかっておるわけでありますので、

その地元説明、また地元という観点、山崎の地区はだんだんと家もふえてきていま

して、新しい住人の方がふえてくると。そういう中でやはり地域同意、地域の合意

というのはなかなか難しい状況も起きてこようかと思うので、その辺のところ、細

心の注意を払いながら、地元に喜んでいただける計画というものを策定していただ

くようにお願いしたいと思います。 

○岡前委員長 答弁はいいですか。 

○飯田委員 はい。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 ちょっとこれは質問というより確認をしたいんですけれども、補正予

算のときに、平成26年度の。繰越明許で５路線か、上がっていました。それで千種

の池田線、これで100％完了しますという説明があったと思うんです。そやけど、

平成27年度予算にも上がっているので、平成26年度分は１期工事で、平成27年度が

２期工事という意味ととっていいんでしょうか。 

○岡前委員長 誰が答弁できますか。 

  花井建設部次長。 

○花井建設部次長兼建設課長 平成27年度分については、２期工事ということで考え

ております。 

○林副委員長 わかりました。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 済みません、この説明書の中にはないんですが、いわゆる交通関係の市

道、県道もそうなんですが、看板ですね、河東の田井中線があないして拡張されて

バイパスもできましたんですけれども、非常に事故が起きております。いわゆる農
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道から出てくる車と県道を走る車、これは農道の方が非常に見にくいんじゃないか

なというふうに思うんです。なれていないということもあるんですが、物損事故と

いうのか、追突があったりしますので、いわゆる一旦停止であったりとか、危険箇

所の看板、これをどういうふうな形で立てたらいいのか。公安委員会のほうに届け

を出さないかんと思うんですが、そのことが１つと、それから既に解決はしたと思

うんですが、いわゆる城下のほうのバイパスができましたよね。その関係で野の自

治会の中を物すごく車が走るようになって、非常に自治会としては迷惑していると

いうことで、いろんな形で看板を立てられました。自治会としての何とか協力して

くれやというような看板であるとか、スピードを落とせとかいうような看板をする

と公安委員会が、いわゆるこんな看板を立ててもらったら困りますというふうなこ

とを言われて、またやり直したんやというようなことを言われておりました。そう

いう指導をやっぱり市のほうがここは危険というのか、危なくて困っているんやと、

これどないしたらええやろというようなときに、公安委員会、警察とやっぱり相談

して、こういうような看板を立てたらどないですかと。この分については、これは

地元の負担が幾らぐらい要って、市の負担がこれぐらい要りますというようなこと

を指導してもらわないと、地元はもうその日から何とかしてもらいたいんで、何と

かせんかったらこんなの危なくて村の中歩かれへんがなというような話が出てきま

した。今、看板立てておりますけれども。その田井中線なんかもそうなんですが、

やはり交差点に危険度、いわゆる交差点であるというような十字のマークとか、そ

ういうようなものも必要になろうかと思うんですけれどもね。そういう指導をして

いただきたいんですけれども、いかがですか。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 今おっしゃったことも重々承知しております。地元も緊急性がある

ことで地元有志が看板をつくられたということで、その看板についてもクレームが

ついたということを聞いております。それで公安委員会に、前もって事故が起こる

ので危ないので看板立ててくれというのはなかなか難しいんです。起きてからはい

ろんな指示があって、こういう看板を立てなさいとか立てましょうとかあるんです

けれども、今おっしゃったように事前にちょっと危険があるところについては、予

備看板として、今後そういうことは地元にしていただくか、市がするかは別として、

そういう対応ができるかできんかということも協議させていただきたいなと思って

おりますし、それから今の一部の集落の地区の話が出ましたけれども、それについ

ても一応市で協力できる部分については、協力していきたいなと考えております。
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協議も必要なので、今後の解決策というか、そういうものに考えていきたいなと思

います。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 田井中線も信号をここにつけてくれとか、いろんな宍粟橋のこの出会い

のところに信号が欲しいとか、いろんなところに信号というような話も出るんです

けれども、信号を１基つけるのに500万円以上かかるというふうに聞いていますの

で、看板で済めば安く上がるわけなので、新しく自治会長さんも変わられると思い

ますので、この自治会長会があったときにやっぱり地元の方に意見を聞いていただ

いて、危険な場所があったらどういうふうな看板が要りますかねというようなこと

も問い合わせながら、やっぱり指導していってもらいたいなと思いますのでよろし

くお願いします。 

○岡前委員長 答弁よろしいですか。 

○小林委員 はい。 

○岡前委員長 それでは、開会しましてからもう１時間20分たとうとしておりますの

で、ここで休憩をしたいと思います。32分まで10分間休憩させていただきます。 

     午前１０時２１分休憩 

                                       

     午前１０時３２分再開 

○岡前委員長 それでは、再開したいと思うんですけれども、東委員のほうから早退

届が出ております。 

  約１時間半ほどかけて一般会計に集中していただいていろいろ質疑していただき

ました。ちょっと時間の配分上、次の下水道と水道のほうにいって、もし時間があ

るようであれば、また一般会計のほうへ戻っていただければと思いますので、次は、

一般会計のコミュニティ・プラントも含めて下水道会計に絞って質疑を求めたいと

思います。 

  それでは、誰からでも。下水道。一般会計の中にもコミュニティ・プラントは一

般会計の中に入っていますし、あと農集と下水道と３つの会計がありますので。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃあ、下水道会計のところをちょっとお伺いしたいんですけれども、

予算書の下水道関係のところの２ページの第１表、歳入のところなんですけれども、

他会計繰入金、これ10億円あるんですけれども、これは毎年今後もこれぐらいは入

れていかなきゃいけないのかどうかちょっとお伺いしたいんですけれども。 
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○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 下水道会計につきましては、全てこれぐらいは入れていかなけ

ればならないと考えております。それにつきまして、まず平準化債というものがご

ざいまして、平準化債は何のために入れていくかといいますと、下水道の償還金が

非常に大きな額になっていると、元金だけでも10億円からの額になっているという

ことがございます。その中でそのためにある程度平準化債というものを借りて穴埋

めを防ぐということで、これからも大体このぐらいの額で移行するのではないかと

考えております。 

  それから今、辺地債や過疎債を借りております分につきましては、年数が超過年

限が少ないので、その分だけは落ちていくかもしれませんけれども、ある程度この

ぐらいの額は、これからも当然出ていくのではないかと考えています。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 同じ予算書の６ページなんですけれども、歳出で２項目あるんですけれ

ども、下水道費と公債費で、下水道費が８億 4,700万円に対して、公債費が 13億

3,800万円、これ下水道事業をするというよりも、これまでの借金を返済するほう

が多いというふうに考えて単年度の事業としてはそういうような配分と考えていい

んですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 これまでの特に下水道につきましては、施設、それから管渠と

もに水道から比べてはるかに単価的に高いというようなことがございまして、多く

の借金をしているということで、どの自治体でもそうなんですけれども、割とその

公債費がもう目に見えて高くなっているという状況でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、この体制はもう将来にわたって改善しないというふうに考えてい

いんですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 コミュニティ・プラントにつきましては、その平準化債という

ものがございません。あと交付税措置もございませんので、起債の借り入れ年限が

少なった、期間が短かった関係でほとんどコミュニティ・プラント債はなくなって

おりますけれども、下水道債は当然大きな金額、流域、あるいは公共、それから集

排含めてですけれども、大きな金額を背負っております関係で、その返すために平

準化債をちょっと借りている関係で、年数は長くなりますけれども、大体同じぐら
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いの金額は出ていくと考えております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これはもう一事業として成り立っているとは到底思えないんですけれど

も、なぜそういう状況なのかが全く理解できないんですけれども、何でこういう感

じになってしまっているんでしょうか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 水道事業でありましたら、独立採算制でまずその要った費用は

料金収入で回収するという関係でございますけれども、下水道の場合は、１つは全

面に打ち出しているのが公有水面の水質保全ということがございます。ですから、

一家庭で出されるわけなんですけれども、やはり自治体としても行政としても、そ

の公有水面の水質保全につきましては、当然負担するべきではないかというような

こともございまして、どこの自治体も水道から比べて低く料金設定しているという

状況でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それに関連してなんですけれども、主要施策の説明の80ページの上段の、

この事業に係る目標のところなんですけれども、維持管理費回収率55％というのが

あるんですけれども、これこの率は、料金収入を維持管理費と利息で割って、掛け

る100だと思うんですけれども、それで100を切るということは、そもそも料金収入

よりも維持管理とか、利息の支払いが大きいということ言っているんですよね。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 やはりどうしても維持管理費に、まず一番初めに使用料を充当

して、それから次は利息に、それから元金にというようなことで、そこで収支がと

れればいいんですけれども、それが余りにも資本が多い関係でとれていないという

ことで、できれば55％ぐらいの目標としているわけです。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 主要施策の説明書の78ページの下段がコミュニティ・プラントの部分で

同じ目標値で100％、これは料金収入と維持管理がほぼ同額だというか、プラマイ

ゼロになるという意味だと思うんですけれども、このコミュニティ・プラントとい

わゆる下水というのは、何がどう違って、こっちはコミュニティ・プラントのほう

は採算がとれるというか、プラマイゼロというところを目標に置けるということは

成り立っていると思うんですけれども、何が違うんですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 
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○福井水道管理課長 コミュニティ・プラントは、一般会計事業でありまして、一般

廃棄物処理事業債というものを借ります。それが15年の償還で据え置きが３年です

から、12年の償還になります。しかし、公営企業債、下水道会計であり、また農業

集落排水事業会計であれば、公営企業債というものを借ります。その場合に、これ

は30年償還であります。ですからその期間が物すごい長いと、それからコミュニテ

ィ・プラントから比べて公共下水道事業関係につきましては、規模が全然違います

ので、大きい。ですから資本が大きいということで、借入金も膨らんでいるという

状況です。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 これコミュニティ・プラントと、ごめんなさい、ここはちょっと不勉強

な部分で申しわけないんですけれども、下水道は併存しないわけですよね。それぞ

れエリアなり何かで分けて、どちらかで対応しているという理解でいいんですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 一応これを区域分けしているのは、当然公共下水道区域、それ

から農業集落排水区域、それからコミュニティ・プラント、生活排水区域、それか

ら個別処理の合併浄化槽区域というものを生活排水処理計画というものを立てて区

別分けしているわけであります。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 その下水道のところが大分その事業自体の収支というか、全体でその下

水道処理という大きなくくりでも非常に負担になっていて、一般会計からの繰り入

れもずっと10億円ぐらいしなきゃいけないというような状況だったら、その手法を

シフトするという手法はできないんですか。もっと効率的にできるような手法に改

めるということはできないんですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 一度公共下水道区域につきましては、市内全部でその処理場が

幾つあるかといいますと41ありまして、これは兵庫県下でも特に多いほう、特に一

番多いと思うんですけれども、実際にそれを効率よく進めようと思いますと、その

41あって、４万人ですから１つの処理場に平均1,000人としましても農業集落排水

区域なんかにおきましては、もっと人数が少ないということになりますので、やは

り効率的にいいますと、できるだけで長寿命化計画、あるいはそういうもう一遍経

営戦略というふうなことを立てているわけなんですけれども、処理場を１つでも少
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なくするというようなことをしなければ経費は節減できないということになります。  

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最後聞きますけれども、非常に必要ではありますし、生活環境という意

味では、下水道は重要だと思うんですけれども、果たしてそれだけの費用もあれだ

し、経営的に成り立たないというか、事業として成り立たないものを継続する意味

が余りちょっと理解できない部分がありますので、ぜひとも何とかその経営改善で

あるとか、そういったところをお示しいただいて、もっと当然経営というか、事業

として収支というか、ある程度成り立つようにはしていただきたいんですけれども、

これは合併したことによる弊害というのはないんですか。そもそも旧４町だったら

そんなに事業としては、旧４町のくくりだったらそんなになかったんですが、それ

が全市的になって、接続なりとか、全市的に処理をしなきゃいけなくなったことに

よるデメリットみたいなところは生じていないんでしょうか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 例えば旧４町でそれぞれの町が生活排水処理計画をつくってい

たわけですけれども、例えば端的に言いますと、一宮町の神戸の浄化センターと、

日見谷の農業集落排水区域、もうあそこだったらつないでしまったら下水処理場自

体が日見谷のものが要らんということになりますよね。 

  それから一宮町でしたらもう奥の区域でしたら、全て個別処理の合併浄化槽とい

う個数がめちゃくちゃほかの市町から比べて多いというところも、その町独自で生

活排水処理計画がつくられているわけですから、そういう弊害があると思うんです

けれども、これで４町が合併したことによって、できるだけ統合できるものは統合

することがこれから経費削減をしていく重要なところであろうかと思います。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  高山委員。 

○高山委員 先ほどの説明と関連するんですけれども、この主要施策の説明書の85ペ

ージをちょっとお開きいただいて、その上段で、この会計システムを変えるという

ことなんですけれども、私少しわからないんですけれども、この事業効果の中に会

計上の透明性を高めるとともに、受益者や住民に対し、より明確な説明ができると

書いてあるんですけれども、少しこのシステムについて説明をいただきたいなと思

うんですけれども、今、会計上、それぞれの担当部局がやっておられるんですけれ

ども、このシステムを導入することによって、人の配置とか、そういったものが違

ってくるのか、そのあたりいかがでしょう。その透明性というのは、当然のことな
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がら求められるんだろうと思うんですけれども、そのあたりが少し見えづらいとこ

ろがありますのでお願いしたいと思います。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 これは、昨年でしたけれども、総務省が中心になって、一応平

成26年８月に法適化に対してロードマップというものが出ました。それで平成27年

から29年の３カ年で公営企業の法適用を受けなさいよと。その中で当然人口３万人

以上の公共下水道を持っている市町村はもう義務ですよということが出ました。そ

れで、その中でまた農業集落排水、コミュニティ・プラントにしても省庁は違って

も事業としては同じなので統合しなさいよと、そういうことも出ております。そう

いうことで早くいえば、民間企業と今の公営企業がこの前法改正されましたので、

まず民間企業に近い企業会計、複式簿記であると考えております。それで民間の人

にもそのほうが見やすいということで、特にその透明性、明確性を持てということ

になっております。ですから、消費税１つにつきましても、ただ単に下水道会計、

農業集落排水会計では、消費税だけしか出てこんわけですね。だけども、水道事業

につきましては、１つは雑支出のところで消費税が１つ出ていき、それからもう１

つまた消費税のところで出ていきと２つ出ていっていると思うんですけれども、そ

ういうことがはっきりと見えてくるというようなことがございます。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 システムが少し、人の配置とか、それを少しでもスリム化するというの

も１つの考え方なんですけれども、そういうことは関係ないんですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 例えば、当然一番初めにしなければならないことは、とにかく

今の財産を評価して、償却費をつくらなればならないということなんですけれども、

例えばそれを細かく分けてしまえば、部品みたいに細かく分けてしまえば、毎日そ

れを作業しなければならないということで人員がふえてくると。できるだけ明確に

誰もがわかるように減価償却をあらわしていくというようなことをして、できるだ

け人に頼らなければならないことはあるんですけれども、人員をそういうところで、

そんなに小さく分ける必要があるんかというようなこともありますので、明確にし

ていって人員削減に努めたいと考えております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 予算書なんですけれども、予算書の下水道会計の17ページなんですけれ

ども、先ほど処理の話が出ておったんですけれども、一宮町が極力浄化槽が多いと
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いうような話をされておったんですけれども、この中でそうめんの前処理槽ですか、

それの変更工事補助金ということで、300万円予算化されているんですけれども、

これは何件分なんですか。 

○岡前委員長 どなたが、わかりますか。 

  また後で調べて報告していただけますか。 

  高山委員。 

○高山委員 何件分というのは、後で調べていただいたら結構なんですけれども、一

宮町さんがこの前処理ということで各家庭というか、工場に取りつけられるその前

処理だろうと思うんですけれども、一宮町さんは極力、そうめん工場さんが多いの

で、そういった要望が今まで出てきておりましたよね。だから、そういったことで、

多分これ予算化されておるんだろうと思うんですけれども、ほとんどの家庭がそう

いった要望があるのか、そうでなくて直接下水道に流されておるんか、浄化槽に流

されているのか、そのあたりいかがなんでしょうか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 そうめんの前処理につきましては、ほとんどそうめん工場で集

合処理もですけれども、それから合併浄化槽の区域もあるんですけれども、前処理

槽はつけられております。 

  それで、この前処理の変更工事につきましては、本当は合併浄化槽と同じぐらい

のものをつけておられるんですけれども、それを今度は沈殿槽に変えるという工事

でございまして、その工事につきましては、その集合処理だけということで、それ

から単独のその合併浄化槽の地区につきましては、補助金として維持管理としまし

て、１件につき４万5,000円の補助金を出しているところでございます。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 今、説明を聞きましたのである程度わかったんですけれども、特に浄化

槽、中央処理部で放流されておるんだろうと思うんですけれども、そのあたり要望

がきちっと出ましたら、なるべく協力していただいて、少しでもきれいな水をつく

る、浄化すると、きれいな水を浄化するって変な言い方なんですけれども、汚泥の

浄化に努めていただきたいなと思って発言したんですけれども。 

○岡前委員長 福岡建設部次長。 

○福岡建設部次長 先ほどの300万円の内訳なんですけれども、１カ所30万円で、今

年度は10カ所計上しております。ただ、これにつきましては、もし申し込みが殺到

すれば、また補正をお願いする場合がございます。 
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○岡前委員長 よろしいですか。 

  ほかございますか。 

  飯田委員。 

○飯田委員 私の記憶が若干曖昧な部分はあるんですけれども、都市計画税がいつも

議会報告会の中でも言われるわけなんですけれども、下水道のほうに全て使われて

いるということについて、いつも御意見をいただくわけなんですけれども、この状

況はこのままずっと続くんでしょうか。この都市計画税というものはやっぱりその

都市計画、区画整理なり、そういうものについてのある意味の積立金になってこよ

うかと思うんですけれども、それがそのまま下水道だけに使われていくということ

に関して、やっぱり税を納める人たちにとっては、ある意味理解できないという声

を聞くわけですけれども、その点お伺いしたいんですが。 

○岡前委員長 誰が答弁できますか。 

  前川建設部長。 

○前川建設部長 御存じのとおり都市計画税につきましては、都市計画にかかわるも

のに使用するという目的税でございます。その中には、御存じのとおり公園であり

ますとか、都市下水でありますとか、区画整理事業、もちろん公共下水も入ってお

ります。今現在のところについては、事業化、財政の関係もございますので、それ

については、今下水道のほうに充てていただいておりますが、先ほど区画整理事業

の見直し、都市計画道路の絡み、そういうものがございますので、今後については、

使用目的はどうするかということは決まっていない部分はあるんですが、当然目的

税でございますので、下水道ばっかりに使わせていただくということもちょっと無

理なのではないかなと思っております。以上です。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 そういう点について、やっぱり一般市民の方々の不安解消にもなろうと

思いますので、いろんな場所でそういうことは公表していただきたいというふうに

思うので、よろしくお願いします。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 済みません、資料をいただいております28ページなんですけれども、こ

の中でそれぞれ上水道のことは、また後で述べる分で、コミプラにしても下水道、

それから農水にしましても、それぞれ平成26年度予算と平成27年度予算額というこ

とで出ておるんですけれども、この中で気になる部分があるんですけれども、滞納

が出ておってふえてきておりますよね。そのあたり滞納の部分について、この滞納
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整理についてどのような取り組みをされているんかなと思うんですけれども、全体

から見たら、金額が多くなってまいっておりますので、そのあたり取り組みについ

てお聞きしたいんですけれども。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 滞納については、年々ふえてきておった関係もありまして、昨

年、平成26年の９月下旬から12月初旬につきまして、全然連絡がとれていないとい

うところにつきましては、こちらのほうが出向いていって、大分整理させていただ

きました。それでことしの場合につきましては、目標としまして、もう昨年度より

も金額はふやさないというような取り組みをしてまいりました。以上です。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  もしないようでしたら、今度水道会計のほうへ移っていただいたらいいですけれ

ども。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 水道会計も同じ視点なんですけれども、水道会計のところの予算書の４

ページ、５ページなんですが、事業収益と事業費用で、もう既に事業収益が合計が

12億3,500万円、費用が既に予算の段階で15億4,500万円、収益より費用がかかって

いる状況、あと資本的収入のほうも７億8,200万円の収入に対して、支出が13億円

ということで、15ページの貸借対照表を見ると、これ平成27年３月31日の部分でも

平成28年でもいいんですけれども、これどんどん剰余金がマイナスで計上されてい

くということはどんどん負債になっていくというか、この時点でどんどんこれくら

いの額はずっとマイナス、落ち続けたら底をつくんじゃないんですか。どういう解

釈でこれを見たらいいんでしょうか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 去年ですか、７月に料金改定をしたときがあります。そのとき

に一応留保資金としまして13億円ほど持っていたんですけれども、高料金が全て入

ってこないと。まず高料金を全て正常化にするにつきましては、平成28年度か29年

度にならんと全ての高料金が正常に計算されないというところがございますので、

それまでは留保資金を使いましょうということで５億円ほど計上しておりますけれ

ども、大体その平成28年、29年に高料金が全て入ってくるという計算になりますと、

全て損益計算書でもとんとんでいくぐらいかというところまでこないかなと考えて

おります。 

○岡前委員長 鈴木委員。 
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○鈴木委員 平成27年３月31日、平成26年度の末でそれくらいで、平成27年度末の予

想でも剰余金がマイナス５億9,000万円、６億円ぐらいということで、ここでここ

からプラスに転じると考えていいんですかね。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 一応この計算をするときに、今の状態で計算しますと、料金が

逆に高くなると、その高くなるのをどうにかして抑えようということで、大体５億

円程度を留保財源から投入して抑えていくんやということをしておりますので、大

体目安かなと考えております。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  もし、水道の関係でないようでしたら、特別会計も含めて終わらせていただいて、

もし一般会計のほうでまだ聞き残していることがありましたら質疑していただいて

もいいですし、もしなければ閉会させていただきます。いかがですか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 主要施策のほうの資料の79ページの合併浄化槽の管理・設置事業で予

算がこれ、前年に比べて1.5倍ぐらいにふえているんですけれども、この要因とい

うのは何ですか。 

○岡前委員長 福井水道管理課長。 

○福井水道管理課長 合併浄化槽の要因としましては、合併浄化槽の維持管理補助金

がふえております。といいますのは、去年の料金改定のときに重量制にしまして、

例えば特に北部３町の人頭制だった区域につきましては、１人住んでおられても基

本料金は2,600円だと、それが一遍で1,188円に基本料金だったら落ちてくるという

ところで合併浄化槽、維持管理は当然同じ費用が要るんやけど、同じ集合処理区と

対等にしようと思ったら補助金をその分だけかさ上げしなければならないというと

ころで、去年は1,150万円だったんですけれども、ことしは1,700万円に上がってお

りますので、その部分が大きな要因であると考えております。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

○林副委員長 わかりました。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 済みません、水道の関係でちょっと追加で聞きたいんですが、主要施策

の88ページ上段、下段もどちらもなんですけれども、あと86、87、88ページ全部だ

とは思うんですが、ごめんなさい、85ページの下段もそうかな、水道会計のところ

ですね。これ、一般的にというか、そんなに考えたときに、その経営状態がという
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か、余力があるときにそういった設備投資なりということに回るんだというふうに

思うんですけれども、このタイミングでいろいろ遠方監視システムとか、あと老朽

の機器更新というのも結構な額、１億8,000万円、平成26年から比べると１億円ぐ

らい増になっているんですけれども、こういうことは投資的な支出というふうに項

目が書いてあるとおり、経営状態とかが正常化されてからでは遅いんでしょうか。 

○岡前委員長 福岡次長。 

○福岡建設部次長 まず、この機器の更新なんですけれども、これは一宮、波賀地内

の老朽機器といいまして、水道の場合、耐用年数が短いものでは７年、長いもので

は15年という、これは国のほうが決めている耐用年数なんですけれども、もう大体

一宮でも古いものはもう平成３年ぐらいから供用開始しておりますので、もう20年

以上はやっております。それらの機器を国庫補助金をいただいて直せるのが平成28

年度までとなっております。といいますのが、国は簡易水道はもう上水道にしなさ

いということで、これはもう簡易水道には国は補助金を出さなければなりません。

上水道には補助金は出しません。ということで、必ずしなさいということで、平成

25年度に宍粟市は全ての簡易水道、特設水道を上水道化しました。ですので、宍粟

市には今もう簡易水道はございません。ということで、国庫補助をいただけるのは、

平成28年度までということで、これは手切れ金みたいな補助金なんでございます。

それを何とかいただいて、平成28年度までに直せるものは直してしまおうという、

それで平成29年度からは国庫補助も何もいただきません。ということで多目の予算

が計上されております。 

  監視システムにつきましても同様でございます。４市民局、山崎、一宮、波賀、

もう全てばらばらのシステムで立ち上げてございました。だから例えば山崎から一

宮の処理場の状況は全く見れない。一宮からも見れない。お互いに互換性がない。

しかもそれが全てＮＴＴの有料回線を使っておりました。それらを市が光ネットを

つくりましたので、それに乗せることによって無料で全ての４つの市民局からどこ

の配水池の情報も全て見れる。そのようなシステムを補助金事業として立ち上げる

事業でございます。 

  それから老朽化につきましては、これは山崎は大方40年ぐらいかかっております。

何とか古い管を今、国は耐震化を求めております。その耐震化になるように、年次

計画的に更新していくものでございます。以上でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員  では、主要施策の 87ペ ージ下段、その老朽配水管更新というので、
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4,400万円ですかね、これ、地方債がほとんど一般財源でほとんど特定財源は入っ

ていないような状況なんですけれども、これざっくりとなんですけれども、よく聞

くのは、市域というか、土地が広いので、管が長かったりとか云々という話をよく

聞くんですけれども、これはもう抱えている管の長さというか、その面積になるの

かわからないですけれども、そういうのというのは、やっぱり相当他の市町に比べ

て大きいんですかね。 

○岡前委員長 福岡建設部次長。 

○福岡建設部次長 その更新事業につきましては、これは国でいいます小配水管扱い

になります。これには補助は全くつきません。ということで、期待事業でやってい

るんですけれども、宍粟市の場合、非常に広い４町、条件的にいいますと日本でも

かなり条件の悪い合併で、面積だけは広くて、その面積の広い中に隅々まで人が全

て住んでいる。その全ておられる住民に上下水道をくまなく全て、一部上水道がな

いところがありますけれども、下水につきましても浄化槽も含めまして配置をして

おります。非常に非効率な運営となっております。 

  その管路につきましても水道の管路だけで総延長61万 8,000メートルという非常

に長い管路でございます。それらを今から国は耐震化していけということで耐震化、

こういうのを更新工事をしまして、耐震適合管を入れまして、年次的に計画をして

いるものでございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それで、その61万 8,000メートルという、それが面積に比例しているの

か、それとも例えばほかの市町と比べたときに、面積に比例して配水管の距離みた

いなのがはかれるものなのか、例えば単位面積当たりだったり、人口例えば10万人

当たりとかという、そういう多分単位で切らないと効率的か、非効率かというのは

わからないと思うんです。面積が広ければ、それは当然長くなるというのはわかる

んですけれども、そのあたりは他市町とかと比べたときに単位面積なのか、人口、

そのあれなのかわからないんですけれども。そのパイプの長さが妥当なのかどうか

ということが面積だけでははかれないような気がするんですけれども。 

○岡前委員長 前川建設部長。 

○前川建設部長 他市町との比較ということは非常に難しゅうございます。水道管は、

水圧、水量、管網計算上で管網にするか単線でいくかということが決まります。そ

れで地形的な条件で平地の場合と山間部にいくと、管網が重複して入れていかなあ

かんとかということがありますので、地域格差的に地理条件が似たようなところに
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ついては大きな違いはないんですが、比較するということはできません。だから統

一した見解で、これが正しいとかどうかじゃなしに、あくまでも消火用水とか、飲

用水とかが安定して供給できるという計算に基づいての管網になっておりますので、

そういうことになります。以上です。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それで、一部地域で上水道がいっていないところがあるとは思うんです

けれども、そこは何か別の事業で飲用、この上水道と同じレベルの水質なり飲料に

耐えられるだけの質を担保できて、その小さな範囲の中に給水しているところがあ

ると思うんです。そういうものをたくさんその地形に合った、例えば基本水は上か

ら下なので、高いところにそういうものを設置したりとか、これだけ水が豊かで、

森が豊富なので、多分水も結構豊富だと思うんですけれども、そういうようなもの

を小さいものをたくさんやって、この管の延長というのを減らすような手法はない

んですか。これは地理的不利な条件だということで、それを解消するなり、それに

対応するなりという、その水道的な水道事業としての手法はないんでしょうか。も

うその地理的不利な条件は受け入れるしかないんですか。 

○岡前委員長 福岡建設部次長。 

○福岡建設部次長 まず、１つの問題としまして、水源の問題がございます。この宍

粟市の水道、浄水場が18施設あるんですけれども、全てそれらに１つの水源を持っ

ております。それは井戸であったり、表流水であったりするわけなんですけれども、

この水源がなかなか井戸がそんな豊潤に出ないと。宍粟市で水がもう豊潤にあるの

は波賀町の赤西渓谷に水源を持っておりますあの水源だけはもう豊潤にございます。

ただ、その水を山崎まで持ってこようとすれば、前に一度試算したんですけれども、

大体70億円程度費用がかかります。ちょっと余り現実的ではないということで。 

  それから水源確保事業があるんですけれども、国は複水源化しなさいと。という

のは災害で例えば１つの水源がやられてしまったときに、そこが全部断水になるよ

ということで、何とかその複水源化を求めております。それから、そんな中で今複

水源化事業を今させていただいているんですけれども。そういうことで森があって

水がある。例えば揖保川に水がいっぱい流れているからここから汲んだらいいやん

と。これ全部水利権がございます。それから神戸の浄水場の横に揖保川があるんで

すけれども、そこからポンプを入れて、水を吸い取って、水道をもらう。それがも

う法律上全く無理なことでございます。神戸も全て井戸でございます。ただ、水利

権としてもういっぱいあるのは、波賀の赤西のみでございます。あとは水にいつも
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困っております。 

○岡前委員長 いかがでしょうか。 

  高山委員。 

○高山委員 先ほど下水道について、滞納整理に努めていただきたいと申し上げまし

たけれども、もちろん上水道もかなりの滞納がございます。そういったことで過年

度分ももちろんなんですけれども、現年度分が出ないような措置の仕方と過年度分

につきましては、もう厳しくやっぱり徴収していただきたい。しかしながら水をと

めるという行為はなかなかできにくいので、小まめに足を運んでいただいて徴収に

努めていただきたい。お願いしておきます。 

○岡前委員長 答弁はよろしいですか。 

○高山委員 結構です。 

○岡前委員長 それでは、いかがですか。もしないようでしたら閉会したいと思いま

すが、よろしいですか。 

  それでは、建設部の関係は、以上で終わらせていただきます。どうも御苦労さま

でした。 

     午前１１時２１分休憩 

                                       

     午後 １時００分再開 

○岡前委員長 それでは、定刻になりましたので、午後のまちづくり推進部の審査を

始めたいと思います。 

  きょうの予算委員会からテレビ中継をしておりますので、その分御了解いただき

たいと思います。 

  説明の職員の方にお願いしたいんですけれども、説明職員の説明や答弁について

は自席で着席したままでお願いをいたします。どの説明職員が説明するか、答弁す

るかは委員長席からは判断しにくいものですから、説明職員の方は「委員長」と挙

手をして、目の前の赤いマイクのランプがついてから発言をしてください。 

  それでは、まちづくり推進部の審査を始めたいと思います。あらかじめ資料は委

員の方に目を通していただいていますので、重点箇所に絞って説明をいただけたら

と思いますのでよろしくお願いします。 

  それでは、部長、お願いします。 

○中岸まちづくり推進部長 連日、また昼から審議御苦労さまでございます。まちづ

くり推進部の平成27年度施策等について後ほど次長のほうから御説明申し上げます
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けれども、私のほうから方針とかにつきまして御説明させていただきたいと思いま

す。 

  まちづくり推進部におきましては、とりわけまちづくり推進課のほうでございま

すけれども、人口減少、また少子高齢化の中で地域の活力を増進していくために、

より一層他の部局とも連携を密にしまして、定住、また交通施策を推進していきた

いと、そのように考えております。 

  また、防犯・防災を担当しております消防防災のほうにおきましては、頻発する

ゲリラ豪雨等に対応しての防災計画の改定、またそれに伴うハザードマップを作成

しての配布、それとともに消防団装備の充実も図っていきたいと、そのように考え

ております。 

  また、街頭犯罪等の未然防止を図るという観点から防犯カメラの設置を昨年に引

き続いて推進するとともに、新たに本年度から指定避難所となっております小学校

において水源の確保ということで、地下井戸を掘る整備を行っていくと、このよう

なことをまちづくり推進部は平成27年度実施していきたいと、そのように考えてお

ります。 

  まちづくり推進部の予算につきましては、一般会計予算のほうでございますけれ

ども、その中の総務費の企画費、防犯交通安全対策、また地域振興、国際交流、そ

して民生費においては、主に人権推進費、そして消防費全般と複雑な科目にわたっ

ております。審議のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、説明のほうは次長のほうからさせていただきます。 

○岡前委員長 小田まちづくり推進部次長。 

○小田まちづくり推進部次長 失礼します。 

  それでは、まちづくり推進部よりお配りしておりますこちらの予算委員会資料に

基づきまして、説明をさせていただきます。 

  なお、個々具体的な事業内容の説明につきましては、時間の関係上、割愛をさせ

ていただきますので、御了解願います。また、地方創生事業の繰り越し事業につき

ましては、３月補正により御承認をいただいたところでございますが、平成27年度

の取り組みとして資料掲載をしております。 

  まず資料の２ページ目をお開きください。 

  まちづくり推進課の主な取り組みにつきましては、生活交通対策、協働のまちづ

くり、定住促進の３つの柱を重点に進めてまいります。 

  まず１点目の公共交通対策につきましては、平成26年度に従来の公共交通の再編
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計画を抜本的に見直すことで進めてきたところでございますが、再編計画策定業務

を平成27年度も継続して進めてまいります。具体的には３月下旬より１カ月間計画

案につきましてパブリックコメントを実施しまして、計画樹立すれば法手続に入る

とともに、バス停、時刻表等の運行に係る諸準備を行いまして、平成28年４月１日

までに新しい公共交通を運行するよう進めていきたいというふうに考えております。  

  なお、平成27年度の予算につきましては、現行の運行事業者補助を中心に予算計

上のほうをさせていただいております。 

  次に、２点目の協働のまちづくりの推進につきましては、人口の減少や少子高齢

化が進む中でまちづくり活動にかかわる人の減少や高齢化とともに地域の連帯感も

希薄している現状から市内15地区を基本的な単位としまして、それぞれの地区で住

民の創意と工夫による魅力ある自主的なまちづくりを進めるために、平成27年度に

新たに地区コミュニティ醸成事業を創出しております。 

  さらに、都市部からの移住をしていただき、地域力の維持・強化に向けた地域づ

くりを地域と一体になって取り組んでいただき、将来は定住をしていただくことを

目標に地域おこし協力隊事業を新たに予算計上しております。 

  次に、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業につきましては、波賀地域の

活性化に向けまして、地域ビジネス、地域づくり事業にかかわる支援事業でござい

まして、今後地元調整、手続をとって進めていきたいというふうに考えております。  

  一方、継続事業であります、しそう元気げんき大作戦につきましては、テーマ型

の提案事業を設けるなどして内容を見直して予算計上をしております。 

  続きまして、資料の３ページをお開きください。 

  ３点目の定住促進の取り組みにつきましては、空き家バンク制度を核として地方

創生事業による新規事業を織りまぜながら移住支援制度を充実させまして、宍粟市

の自然環境とともに田舎暮らしを希望する都市市民にあらゆる機会を通じてアピー

ルする取り組みを展開していきたいと考えております。 

  以上、まちづくり推進課の取り組みではございますが、今後移住者確保や人口減

少の抑制に向けまして、自治体間の競争が激化することが予想されます。まさに地

方の生き残りをかけた知恵の絞り合いが始まろうとしております。宍粟市でも平成

26年度の地域創造枠事業に引き続きまして、地方創生事業を含め、新規事業を数多

く予算計上しておりますが、競争激化の中では事業の陳腐化が加速度的に進んでい

くと思われます。田舎暮らしを希望する都市市民に宍粟市を選んでもらうための施

策を次々と知恵を出し合いながら展開するために、今後常に国県や民間の動き、移
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住者のニーズを把握しながら安易に前年度の事業の継続に固執することなく、フレ

キシブルに対応して、自治体間の競争に臨んでいきたいというふうに考えます。 

  続きまして、７ページのほうをお開きください。 

  消防防災課の主な取り組みとしまして、災害発生時の対応力の向上についてでご

ざいますが、４回目となる市の防災訓練につきましては、従来の内容に加えまして、

新たに福祉避難所の解説、それと要配慮者の避難行動訓練を含めて実施する準備を

進めてまいります。また、家族防災会議の日の取り組みにつきましては、好評であ

りました平成26年度の防災マップづくりに関する講演会の内容を継承して進めると

ともに、ふれあいミーティングを活用して自主防災マップづくりを推進していきた

いというふうに考えます。 

  一方、新規事業としましては、避難所施設２カ所について、災害時に雑用水を確

保するために井戸の掘削を行う予定としております。 

  続きまして、消防力の維持・強化の取り組みにつきましては、８ページのほうに

記載のほうをしております。 

  消防団積載車の更新計画に基づきまして、小型動力ポンプつき積載車２台の更新

と消防団装備品の充実のために、新たに救命胴衣を各部へ支給する予算を計上して

おります。 

  また、西はりま消防組合の負担金につきましては、負担割合に基づきまして、負

担金を計上をさせていただいております。 

  最後に交通安全及び防犯対策につきましては、９ページのほうに記載のほうをさ

せていただいております。 

  昨年度創設しました防犯灯集落間新設事業、防犯カメラ設置事業につきましては、

引き続き予算計上のほうをさせていただいております。また、近年高齢者による交

通事故が多発しております。幼児、児童、生徒の交通安全教室だけでなく、宍粟警

察や交通安全協会とタイアップしながら高齢者の交通安全対策にも努めていきたい

というふうに考えております。 

  以上、まちづくり推進部の取り組みでございますが、事業進捗等につきましては、

随時総務文教常任委員会を通じまして、御報告のほうをさせていただきたいという

ふうに思います。 

  以上で、まちづくり推進部の説明のほうを終わらせていただきます。 

○岡前委員長 ありがとうございました。 

  先ほどもありましたように、まちづくり推進部は予算上はいろんなところに分か
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れておりますので、わかりにくい点もあろうかと思いますけれども、配付資料に基

づき質疑していただければ一番わかりやすいかなと思います。 

  それでは、審査に入らせていただきます。 

  高山委員のほうから事前の質疑書が出ておりますので、まず高山委員、よろしく

お願いします。 

○高山委員 それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

  主要施策に係る説明書の26ページなんですけれども、しそう元気げんき大作戦事

業ということでお願いしたいと思います。 

  平成25年度の決算のときに申し上げたのですけれども、しそう元気げんき大作戦

事業の当初予算額が出ておりましたけれども、ところが1,000万円余りということ

で予算を大きく下回っておりました。そのとき、事業に取り組む内容にハードルが

高いのかなと。また、今後の取り組みについて、取り組みやすい事業にしたらどう

かなというような指摘をさせていただきました。それらを踏まえた上で質問をいた

したいと思います。 

  この事業内容を見ましたら、当初内容から事業内容、事業目的は変わっておりま

せん。今までは新しくこの事業に取り組むところでないと補助ができないと言われ

てきました。今回から事業内容が少し変わっていますが、各地域で従来から取り組

まれております地域まつり、例えば、また祭りであったり、運動会であったりする

わけなんですけれども、事業目的、事業内容が合致すれば補助の対象になりますか

ということでございます。 

  ２点目はですね。 

○岡前委員長 一問一答ですので。 

○高山委員 １点ずつですか。 

○岡前委員長 はい。いきたいと思いますので、それではどなたか答弁できますか。 

  井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 高山委員の御質問の点についてですが、今回の改正につ

きましては、２つの形のげんき大作戦のことを考えております。 

  １つはテーマ型の提案事業、それから自由型の自由の置き方の提案ということで

あります。それで、先ほどありました従来のまちづくり等について使えるか、従来

していることに使えるかということについてですが、目的自体については、前の元

気げんき大作戦と同じ目的でありますので、従来についてはその分は使えないよう

なことになっております。しかしながら、そういった地域の皆さんの機運とかそん
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なものが衰退しないように、新たに地区のコミュニティ醸成支援補助金というのを

創設して、その中で今までの事業等にも使っていただけるような形で今までのこと

が衰退したり機運が落ち込まないような形で、そういった土台をつくった中で、ま

た新しい発想の中で、このしそう元気げんき大作戦の補助事業を活用していただい

たらなと思っております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 その中で、その数値が出ているんですけれども、提案数20件ということ

なんですけれども、20自治会と捉えたほうがいいのか、そういった団体と捉えたほ

うがいいのかと思うんですけれども、その下の内容で、先ほど御説明にあったよう

に、歴史、風土、地域資源や特性などを生かしながらというふうに効果を捉えてい

ただいているんですけれども、やはり地域が元気げんきということで、元気げんき

大作戦だろうと思うんですけれども、元気になるということで、我々としては、も

う本当これを最大限な活用をしていただきたいということでお願いできないかなと

思うんですけれども、やはりこういった事業があることは、当然のことながら自治

会長さんあたりが御存じだろうと思うんですけれども、事業としてやはりその内容

的に先ほど申しましたように使い勝手が悪かったりすれば、なかなかこれ取りつき

にくいということで、少しそのあたりが先ほど言われたように緩和されているのか

なというところが僕も気にかかるところであったんですけれども、そのあたりいか

がでしょうか。 

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 使い勝手もですが、目的として地域の人がこういうこと

をやっていきたい、持続可能な事業として、それを手助けするための軌道に乗るま

での補助をしていこうかというところで、やはり地域の地域力を高めてもらって皆

さんのやる気、また地域でこんなことをしたいというような地域の中に新しいもの

を起こしていく、そういったものにつなげていただけたらありがたいなということ

で、いつまでももらっているんやという受身の形じゃなしに、やっぱり自分たちで

何かつくり上げていくような地域をつくっていく必要があるかなということで、な

かなか難しい点もあるかと思いますが、そういったことで理解いただきたいと思い

ます。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 そういったことをやはり地域の皆さん方とか、住民の皆さん方にやっぱ

りきちっとしてお示しをしていただきたいなと。だから先ほど申しましたように、
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こういった事業があるとか、そのメニューを、ある程度自発的な行為が一番望まし

いだろうと思うんですけれども、こういったことをいろんな事例をお示ししていた

だいて、こういうことに取り組んでいただいたらどうかなというようなことも当然

のことながら少し言っていただいたほうがいいかなと思うんですけれども、そのあ

たりお願いしたいと思います。 

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 そういったことも含めまして、地域の中にアドバイザー

というのを導入もしておりますので、その方ともいろいろ仕組みづくりとか、いろ

んなことで相談していただきながら進めていただいたらと思います。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 もう１点お願いしたいんですけれども、同じく主要施策の32ページ、消

防団員の婚活イベント事業ということでお願いしたいと思います。 

  市長が施政方針ということで６つの重点施策、柱を立てておられました。その中

で、やはり人口減対策ということを最重要課題ということで捉えて取り組んでまい

りたいと、こういうふうに表明をされておりましたけれども、その取り組みの中に

男女の出会いをこれを応援しようといった事業についてでございます。その中で消

防団員が対象というのはわかります。その中で健康福祉部の事業、出会い応縁事業

であったり、出会いサポート事業であったりするわけですけれども、内容が幾分か

違うのかなと思うんですけれども、その中で委託先ですよね、それは社会福祉協議

会へ委託するのか、そのあたりをちょっと教えていただきたいんですけれども、い

かがでしょうか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 高山委員の御質問にお答えいたします。 

  ここの御質問のように消防団員対象で行うんですけれども、委託先の件なんです

けれども、今回は市外のＮＰＯ法人、婚活が得意とするＮＰＯ法人に委託したいと

いうふうに考えております。消防団の懸案事項というのは本当に少子高齢化で消防

団の減員なんですけれども、何か消防団の事業として取り組んでいきたいというふ

うに思っております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 先ほどのお答えは、市外のＮＰＯ法人とおっしゃったんですか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 外です。済みません、宍粟市外のＮＰＯ法人を予定しておりま
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す。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  高山委員。 

○高山委員 宍粟市外の法人にお願いするということなんですけれども、その中で、

事業内容の中で少し気にかかるんですけれども、よろしいですか。 

○岡前委員長 どうぞ。 

○高山委員 事業内容の下から２段目の行なんですけれども、地域協力のもと婚活パ

ーティーを実施すると、地域協力のもととうたい込んであるんですけれども、その

あたりは地域協力といったらどなたが協力していただくのかなと思うんですけれど

も。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 消防団員の幹部等、消防団を中心に状況によれば自治会等を参

加、協力依頼をできたらなと、今から企画をしたいと思っております。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 補足させていただきますけれども、ここの地域の協力と

いうことにつきましては、先ほど課長が説明しましたように、市外の法人のほうに

委託したいということで、当然市外の女性の方に来ていただきたいことがあります

ので、市内の施設等も含めてその地域協力のもとという形を書かせていただいてお

ります。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 先ほどの質問の中にあったんですけれども、福祉部の出会いサポート事

業とは関連性はないんですね、協力体制ではなくて、あくまでも消防団事業として

の捉え方でよろしいんですか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 そのとおりです。消防団の新たな事業として取り組みたいと思

っております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 年２回を予定されていると書いてあるんですけれども、ちなみにわかる

範囲でよろしいんですけれども、今、消防団員が1,800人ぐらいいらっしゃるんか

な、その中で適齢期と申しますか、そういった年齢に達しておられる方がほとんど

だろうと思うんですけれども、そんなことを言ったら失礼なんですけれども、対象

者と言ったほうがいいのかもわからないんですけれども、かなりいらっしゃるだろ
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うと思うんですけれども、そういった人的な把握はしていないんでしょうか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 おおむねなんですけれども、消防団員の今のところの聞き取り

なんですけれども、おおむね40％強、40％を超したぐらいの独身率が消防団の内情

になっていますという状況です。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 もう１点お願いしたいと思うんですけれども、パーティーを開催をする

予定だろうと思うんですけれども、その中で対象者というんですか、年に２回とい

う対象者が絞り込みはどうされるのかなと思うんですけれども、もちろん手を挙げ

ていただくのが一番ベストだろうと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょ

うか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 今から企画の内容を調整しながら募集を一応考えております。

とりあえず企画を検討してから募集をとりあえずかけて決めていきたいと考えてお

ります。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 大変すばらしい事業じゃないんかなと思うんですよ、本当にね。こうい

った事業を今まで取り組みがなかったので、出会いサポート事業を福祉部がやられ

る事業とも関連が多分あると思うんですよ、同じ年齢層に達した方ばかりだろうと

思うので、そういうあたりとも関連をしながら今後その事業に取り組んでいただい

たらなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○岡前委員長 よろしいですか、高山委員。清水課長何か答弁ありますか。 

  高山委員の事前の質疑は、以上でよろしかったですね。 

  それでは、東委員。 

○東委員 それでは、２点お聞きをしたいと思うんですけれども、委員会資料の６ペ

ージ、その前の３ページにもあります。 

  まず３ページには、先ほど次長のほうから説明がありましたように、空き家バン

ク制度の充実を図ると、こうあります。６ページには、定住促進奨励事業概要とい

うことで予算140万円が上がっているんですけれども、それで主要施策に係る説明

書の27ページにも同じ内容が上がっておりますけれども、これは空き家バンク、特

に資料の６ページにあります、この140万円の予算に関しては備考欄に書いており

ます、空き家バングに登録された物件が対象と、引っ越しもそれから助成も、いず
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れも上の段も下の段もいずれも空き家バンクに登録された物件が対象と、このよう

になっているわけですよね。主要施策に係る説明書の27ページにも同じ内容で140

万円が上がっているんですけれども、平成25年度、それから平成25年度の決算、ま

た平成26年度の当初予算から金額は上がる傾向にあるわけですけれども、この空き

家バンクの登録件数、空き家バンクに登録していただく登録件数をふやす手法を平

成27年度はどんなことを考えているのかなと、こういうことがありまして、今の空

き家バンク登録件数のふやす手法、それからどのぐらいにやっぱりふやしていこう

かという目標値が平成27年度にあるようでしたらお聞かせ願いたいなと、このよう

に思いますけれども。 

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 東委員の御質問にお答えします。 

  空き家バンク制度の関係ですが、現在のところ去年の９月の補正によりまして、

空き家の改修費用等の分を含めて空き家バンクの活用で出すような形になりました。

その関係で、昨年度からかなり申し込みも多くなったり、登録数については余りふ

えていないんですが、こちらの宍粟市のホームページを見る回数もふえてきたとい

うことでかなりの成果が上がっているんじゃないかなと思いますが、ただ、空き家

バンクの登録数については、本当に今のところふえない状況でありますので、財産

的に持たれている方に対して、それをもっと活用してもらうようなことを平成27年

度については、また自治会とか、またそういった方にお知らせしていったり、お願

いしていくような形をとって登録数をできるだけふやしていきたいなと思っており

ます。借りたいという希望者は今もふえておりますが、そういった方に期待に沿え

るような形で取り組んでいきたいなと思っております。なかなか難しいこともあり

ますが。 

○岡前委員長 東委員。 

○東委員 今、課長のほうから答えてもらいました。そのとおりだと思うんですよね。

登録件数がなかなかふえないというのが今の状態だと思います。ふえないから、さ

っきお聞きしたんですね、ふやす手法をどのように考えているのかということを聞

いたわけですね。御案内のように、今も答えていただきましたけれども、借りたい

なと、買いたいのもあるかもわかりませんね、あの空き家を購入したいなと、また

借りたいなと、こういう希望はあるかもわかりません。また、反対に売りたいなと、

借りてほしいなというところもあると思うんですね。それがうまく合わないと思う

んですよね。購入したい、借りたい家は売らない、貸さない。売りたいなと、貸し
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たいなという家は、買い手がない、借り手がない。こんな状態があるんじゃないか

なと思うんですね。そのこともあるので、とにかく登録件数をふやすことがまず第

一だと思うんですね。ですからふえないなあではなくて、どうやってふやそうかな

と、この辺をやっぱり担当課としてやっぱり平成27年度は取り組んでいく必要があ

るんじゃないかなということでお聞きしたわけです。どうですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 宍粟市としましては、本来空き家が発生しない状態

がベストな状態でして、平成25年度に調査させていただいた段階では1,000件以上

の空き家があるという現状がございます。その中につきまして、今後は、活用でき

る空き家について登録を市の連合自治会を介して平成27年度から具体的に登録して

いただけるような取り組みを行っていきたいと思います。また、平成27年度につき

ましては、定住の専門員等も配置させていただきまして、その辺の取り組みももう

少し強化していきたいと思っております。 

○岡前委員長 東委員。 

○東委員 今、答えていただいたようなことでやるべきじゃないかなと思います。特

に市役所の職員の皆さんは細部にわたってはなかなかその自治会の様子とか、そん

なことはなかなか難しいと思うんですね、知り得ることはね。だけど、やっぱり自

治会長にその辺を気軽に相談をしてやっていけば、今、課長、副課長が答えていた

だいたようなことが可能かなと、こう思います。私どももやっぱりよく耳にするん

ですよね、貸したいなとか、売りたいなというような人をよく耳にします。すぐそ

の人たちに言うんですけれども、空き家バンクに登録しなさいよと、すぐそういう

ふうに助言をするんですけれども、はい、わかりましたなんて言われていますけれ

ども、とにかくそういう意味でどんどん自治会長、自治会と一緒になってやっぱり

登録件数をふやして、そして紹介をどんどんしていくということを平成27年度は強

気でやっていただきたいなと、こんなふうに思います。もうそのとおりですね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 ありがとうございます。この３月号の広報にも兵庫

県のほうも、まず危険空き家に対する取り組みも含めまして、空き家の相談窓口と

いうのを兵庫県下一本化しております。その辺の記事であったりとか、宍粟市にお

いてもまちづくり推進課を中心に空き家については相談してくださいという形を３

月号の広報にも載せさせていただいております。また、そういった取り組みについ

ては、今後も強化していきたいと思っております。 
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○岡前委員長 東委員。 

○東委員 そういう形で平成27年度取り組んでほしいなと、こう思います。 

  じゃあ、もう１点ですけれども、これも主要施策に係る説明書の30ページになり

ますけれども、31ページにまたがりますけれども、同じ内容なんですけれども、30

ページの下段、それから31ページの上段なんですけれども、まず30ページの下段の

いちのみやふるさとまつり運営事業の補助金、それから31ページの上段のちくさふ

れあいフェスタ実施事業の補助金、同じ内容なんですけれども、聞こうとすること

は。同じ内容なので、30ページの一宮のほうになりますけれども、この補助金の額

は、これでいいのですかという質問なんです。といいますのは、私も１年目にふる

さとまつりに参加させてもらったことがあるんですけれども、盛大にやっています

よね。補助金があります。これだけ補助金があるから、これだけのことをやろうと

いう場合と、それからもっともっといろんなことに手がけたいんだけれども、これ

だけしか補助金がないから、これでとどめておこうという２通りの状態があると思

うんですけれども、その辺は担当部、担当課としていろんなことを把握した上で、

この毎年同額の補助金に設定しているんですか。その辺のふるさとまつり実行委員

会があろうかと思うんですけれども、また千種もふれあいフェスタの実行部隊があ

るかと思うんですけれども、その辺との調整とか、その辺の企画に対しての参画と

か、その辺は担当部、担当課としてどういう状態でずっと同じ状態になっているの

か、ちょっと聞きたいんですけれども。要は結論は、これで満足なんですかという

ことです。本当はもっとつけるべきなのか、いや、本当はもっと削るべきなのか、

その辺は妥当なのですかという結論なんですけれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 いちのみやふるさとまつり並びにちくさふれあいフ

ェストについてなんですけれども、基本的にはやはり地域イベントという位置づけ

になってくるのかなと思っております。今年度につきましては昨年並みの補助金で

あったり、つけさせていただいているわけなんですけれども、いちのみやふるさと

まつりについては各自治会からの負担金をいただいて、実行委員会ではそれ以上の

費用で事業を行っているのが現状です。ちくさふれあいフェスタについては、補助

金の範囲内、設立当初はもう少し少なかった金額なんですけれども、平成25年から

少し上げさせていただきまして150万円の今の現在の補助金になっております。こ

の辺につきましては、今年度創設しましたコミュニティ醸成支援事業も含めまして、

地域イベントというところに関しましては、もう少し仕組みづくりというのは考え
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ていかないといけないと思っております。地域の判断でできるようなものに持って

いくべきだと思っておりますので、平成31年ぐらいをめどに、できればそういった

ことも含めて一括の交付金で地域で判断していただけるような、何に重点を置いて

事業を行っていくのかという形も含めまして、今後調整を行っていきたいと思って

おります。 

○岡前委員長 東委員。 

○東委員 大体そういう形だと思うんですけれども、私はこの補助金が多過ぎるとか、

そういうことを言っているのではないわけですね。反対にもっと必要であれば、も

っとつけるべきじゃないでしょうかと、こういう発想で聞いているんですね。その

辺は理解してもらっているかね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 補助金については、多過ぎるとかいうことではない

ということは理解しております。しかしながら、今後市のほうの財政事業もござい

ますし、地域の実情も変わってくるかと思います。やはりその地域では何に重点的

に地域活動として事業を行っていくのか、地域の活性化を行っていくのかというこ

とも含めまして、地域で判断して使っていただけるような仕組みづくりには移行し

ていかなければいけないと思っております。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

○東委員 わかりました。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと東委員の指摘の点をちょっとさかのぼる感じになるんですけれ

ども、今、お話に出たイベントの補助金の話なんですけれども、ちょっと僕は論点

が違うのかもしれないですけれども、逆にこれだけ補助金があるからここまでやら

なければならないということで、ちょっと地域が支え切れなくなっているという現

状はないんですかね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 鈴木委員が御指摘のとおり、地域でも負担になって

いるのもあるのかもしれません。これは現状を把握しているかといいますと、今現

在、いちのみやふるさとまつりにしろ、ちくさふれあいフェスタにしろ、地域の皆

さんに積極的に参加していただいてやっていただいているので、今のところ負担に

はなっていないのかなと思っておりますが、今後やはり選択するべきものになって

くるのかなと思います。 
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○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ぜひとも地元というか、地域がこういうことをしたい、そのためにこれ

だけの補助が欲しいというふうに持っていかないと、これだけ補助があるからと、

逆説的に金額設定からいってしまうと、中には足りないとかいうこともあるかもし

れないけれども、もう一方では、負担でここまで使わなければいけないということ

も考えられるので、そのあたりやはり地域としっかり協議していただいて、毎年こ

れ同じ額を補助で置いていますよね。結局プラマイゼロで決算もそのままいってい

るということは、もう全部使われているということなんですけれども、そのあたり

もちょっとしっかりと地域の実情とか、確かに昔の規模を支え切れるだけ、本当に

コミュニティに人数も含めて力があるのかどうかということもやっぱり図っていか

ないと負担になってしまったら活性化ということじゃなくて、逆に疲弊してしまう

と思うので、そのあたりちょっと精査していただきたいかなというふうに思います。  

  ちょっとさかのぼって、空き家のことも先ほど東委員のほうから出たのでちょっ

とお聞きしたいんですけれども、登録がふえないというかという実態は、多分これ

までの推移を見ても経緯を見てもわかるんですけれども、その中でほかの市町の例

でもあるんですけれども、やはりお盆のときはちょっと帰ってきて使いたいからと

か、仏壇とかそういったものがあるからとかいうことで、やっぱりその家を保持し

ておくという意識がやっぱり山間部は特に強いと思うんです。あるまちでは、事業

者が入って、そういったところも、もし夏とかお盆とかに帰ってきても地区のコミ

ュニティ施設を宿泊施設として開放しますよとか、仏壇に関しても合同慰霊までは

いかないかもしれませんが、しっかりとまつってあれしますとかいうように、そう

いった心理的な障壁を取り除かないと、幾ら自治会長から言われても、そういった

ところに懸念があったりとか、そういう意識というか、それを否定するわけではな

いんですけれども、そういう状況で貸したくても貸せないとかいう状況がある可能

性のほうが僕は高いというふうに思っているんですけれども、そのあたり何かこれ

まで登録の件数がふえない要因としては、どういうふうに分析されているんですか。  

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 鈴木委員が言われたように、正月とお盆、また親戚関係

が寄るときにということで残されている場合もありますし、そういった仏壇等があ

るから人に貸せないような状況も現実的にはあるかと思います。  

  ふえない要因はたくさんいろいろと地域の中で違ってくるかとは思いますが、先

ほど言われた仏壇の関係については、外に、都会に出られて、あとどうしようかと
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いうことがあったりとかいうことも聞いておりますので、そういったところの必要

になっている部分の対策といったところも今から考えていかなければならない分か

なと思っております。ただ、そうじゃなしにこういった制度、昨年９月に発足しま

したので、もう少しＰＲもしていかないけない部分もあるかなと思っておりますの

で、そういった課題のところも整理しながら努力していきたいなと思っております。  

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 空き家バンクの制度自体は、大分前から動いていますよね。それで、そ

の補助内容とか、いろいろな部分は変わったにしても、その制度があるということ

はもう周知されているんだけれども、そこまで登録件数が伸びないというところを

しっかりと原因分析して、そこに対する対策なり、その障壁を取り除く施策を打た

ないと、それはもう進まないと思うんです。確かに個別のいろいろ事情があると思

うんですけれども、僕が先ほど言ったような、そういった心理的な障壁を取り除く

ような何か手法がないのかどうか今後考えていくという話なのか、それは登録がふ

えない原因として微々たるものだから、特に対策は必要ないというふうに考えてい

るのか、そのあたりどういう見解なんですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 鈴木委員御指摘のとおり、特に過疎地域である我が

市のほうにつきましては、仏壇であったり、盆、正月等の帰省について利用してい

るので貸さないというのが主な現状かなと思っております。その辺につきましては、

今後もう少し分析して、取り組んでいかないといけないとは思っておりますが、自

治会長様とお話しするに当たっては、やはり貸すことによって、そこの方が帰って

こられなければ疎遠になるといったことも課題としてあるということも意見として

は聞いております。そういったところについてもやはりもう少し考えていかないと

いけないのかなと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ぜひとも、多分その障壁は非常に大きいと思うんですね。それでもとも

とそこの地元の方が出ていってらっしゃって空き家になるという状況で、地区とし

てもそこにはやっぱり戻ってきて、たまにでも戻ってきてほしいというような欲求

というか、ニーズがあるので、多分そこでもう基本ほかの人には貸さない、売らな

いという判断がどちらにも自治会長、自治会の側にもですし、その家主さんにも出

てくると思うので、それを本当に否定するわけじゃないですけれども、そうじゃな

くて、やっぱり先ほど言ったいろいろその障壁を取り除く策をどんどんとっていっ
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ていただきたいなというふうに思います。 

  ちょっと違うところを聞かせてもらっていいですか、引き続き。 

○岡前委員長 どうぞ。 

○鈴木委員 一般会計予算書の66ページの地域振興費あたりの中身は大分そのまちづ

くりにかかわってくる部分だと思いますし、特に68ページの負担金補助金及び交付

金というような中でいろいろなメニューが用意されているんですけれども、その中

でちょっと幾つか聞きたいんですけれども、先ほど出たしそう元気げんき大作戦の

話なんですけれども、これまでまちづくり協議会がその事業性とかを判断して、そ

の補助をするかしないかということを決めていたと思いますし、条例上もそのよう

にまちづくり協議会は機能を持っていると思うんですけれども、そこの変更はない

んですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 各まちづくり協議会において、その事業の補助金を

決めていたということではなく、その事業の妥当性について判断していただいてお

りました。それにつきましては、今後やはり行政的な目線での意見等も補助金交付

に当たりましていろいろと意見がございましたので、第三者を入れたものと行政職

等を入れた審査機関を設けまして、元気げんき大作戦の事業の認定の判断をしてい

きたいと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それが66ページに出てくる、その元気げんき大作戦事業認定審査会委員

謝礼とか、そのあたりだと思うんですけれども、それってしそう元気げんき大作戦

という事業として予算計上されていて、こういう説明がある中で非常に大きな制度

変更ですよね。これまではまちづくり協議会という地元のいろいろな方が集まった

委員がその補助する事業かどうかということを決定されていて、そこが審査機関で

行政はあくまで事務局的に位置づけられて条例を持っていると思うので、じゃあ、

条例改正をするという話ですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 元気げんき大作戦につきましては、認定を補助金交

付要綱におきまして認定をまちづくり協議会が行う。認定というのは、事業の内容

の認定と解釈していただいたらと思います。補助金交付決定につきましては、あく

までも行政機関がやっておりました。その中でやはり他の取り組み等々精査した結

果、やはりこの部分は支援できないのではないかという判断がされるものが行政の
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中ではありました。その部分も払拭するために第三者の市民の皆さんと行政と一緒

に審査するという形に改正させていただきたいと思っております。 

  条例改正につきましては、補助金交付要綱などで今のところ改正については考え

ておりません。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ただ、まちづくり協議会の条例には、そのことが多分うたってあって、

行政はあくまで事務局だというふうに位置づけられていると思うので、もう一度僕

も見てみますけれども、見ていただきたいのと、先ほどのことはそれ、今のまちづ

くり協議会の方々にプラス、その事業性を評価するとか、補助金交付の額なり、妥

当性みたいのは、プラス外部の方が入って審査をするということですか。全く別に

審査するということですか。それがプラスされるということですか、どちらですか。  

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 先ほど言いましたように、まちづくり協議会の委員さん

に審査していただくんじゃなくて、先ほど言いました市民の方と、それから行政の

中の分が一緒になったものが審査会として審査していくような形で考えております。  

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ということは、今あるまちづくり協議会という組織の中身が変わるとい

うことをおっしゃっているんですよね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 まちづくり協議会条例においては、元気げんき大作

戦の認定という形では入っておりません。あくまでも元気げんき大作戦の補助金交

付要綱にまちづくり協議会において審査するという形になっております。ちょっと

元気げんき大作戦補助金交付要綱をちょっと後でまた確認させていただきますけれ

ども、まちづくり協議会条例にはその部分はうたっておりません。 

  今後のまちづくり協議会については、今、自治基本条例の検証も含めて見直しを

かけさせていただいております。その中でまちづくり協議会におきましても、まち

づくりの規模であったりいろいろと課題を協議会の委員さんから検証していただい

て提言をいただいております。その部分も含めまして、平成27年度中には改正の方

向で、自治基本条例も含めました改正なりを考えております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。それで私の認識としては非常に、まちづくり協議会と、

そのしそう元気げんき大作戦の関係でいくと非常に大きな制度変更だというふうに
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認識していますので、もしそれが要綱のレベルでの話あれば、また委員会の中で詳

細に御説明いただければと思います。 

  同じように委員会説明資料の６ページにしそう元気げんき大作戦と同様に載って

いる地区コミュニティ醸成事業というのと、あと先ほど口頭で説明があって、予算

書には上がっているんですけれども、主要施策に上がっていないのが過疎地域等集

落ネットワーク圏形成支援事業の1,470万円というのがあるんですけれども、この

２つの事業名だけではちょっとなかなか何をするものなのかが見えないんですけれ

ども、ちょっと簡単にわかりやすく説明してもらいたいんですけれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 地区コミュニティ醸成事業につきましては、先ほど

来、高山委員からも御質問がありましたように、しそう元気げんき大作戦で今まで

の事業、地域でやっているところに何とかてこ入れができないのかという御意見も

今までいただいておりました。それにつきまして何とかもう少し頑張っていただけ

るような仕組みとしまして地区のコミュニティの活気を取り戻す活動としまして、

今までの事業に対する補助金としまして、１地域20万円、また今後、その地域の取

り組みをどうするのかという話し合いをするのに、上限15万円の補助金交付要綱を

制定させていただきました。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 ２点目の予算書の68ページに書いております過疎地域等

集落ネットワーク圏形成支援事業補助金でございますけれども、これにつきまして

は、次長の説明にありましたように波賀地域のほうで小学校の閉校等、いろいろと

地域がさびれていく中で、地域の皆さんと、それから地域の自治会等が何とか波賀

地域において元気を取り戻すような活動ができないかということの話をした中で、

そうしたら学校施設等を活用して地域が今からにぎやかになるような仕組みをつく

っていく、それのための市としては、過疎地域における定住圏をつくるような形の

ネットワーク事業を実施したいということで1,470万円を上げさせていただいてい

る次第でございます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 地域の自立という意味でいくと、それが本当に地域全体の合意であれば、

例えば先ほどの説明があったコミュニティ醸成支援事業でそういった地区活動の連

携や補完を助長する話し合いの場とかというところで、もう住民総出でいろいろ話

し合って、こういうふうにやっていこうとか、こういうふうに活用していこうとい
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うところで話が出てくるならわかるんですけれども、じゃなくて突然というか、主

要施策にも載ってこない感じで、予算書の中に1,470万円ってぼんと載っていると

いうことは、どういうプロセスでそういった支援の補助金を計上する状況になった

のか全く見えないんですけれども、具体的にどこかの地区で、どこの学校を使って

というのがあるんですか、これ。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 まだ施設をどこを使うかということについては、まだ明

確には決まっておりません。ただ、コミュニティ醸成支援事業は今から地域でどう

いうことをするかということですけれども、波賀地域においては学校が閉校になる

という中での寂れる危機感ということで地域の自治会だけじゃなしに地域で今元気

に活動されている団体の方も含めて、こういう方向で現在している活動をさらに１

つの基地をつくりたいということで、そういう話がございまして、それに基づいて

市としては応分の支援ができるのであればということで、これにつきましては、国

の事業でございまして、それに手を挙げるという形をとるので1,470万円というお

金をここへ計上させていただいたということです。だから決して上滑りで市だけの

思いで、ここへ予算を上げたというわけではございません。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、その地域とかいうことが今定まっていないからいろいろ地区のコ

ミュニティをもう１回形成し直そうというような補助金なりとかいう部分がコミュ

ニティ醸成とかということではないんですかね。それってどういうくくりで地域と

か地区とか言っているんですか。どこの総意で、そこにとなっているんですか。そ

の機能はまちづくり協議会とかが持っていたわけではないんですかね。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 このコミュニティ醸成でいいます地区は、本会議のほう

でも説明しましたように、15地区ということで、これは平成25年度の後半から平成

26年度にかけて、それぞれのまちづくり協議会で議論をいただいた中で、一宮、山

崎のこの旧町につきましては、旧村合併を行っております。それで、それぞれのま

ちづくり協議会からは非常に旧町単位で活動を考えるには非常に規模が大き過ぎる。

だから旧村単位で考えて、今からのまちづくりをしていかなければならないという

提言はいただいております。 

  また一方で、波賀、千種につきましては、従来からのこの波賀町、千種町という

くくりで、まちづくりを考えていくんやというふうな形になっておりますので、そ
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れに基づいて15地区をやっております。だから波賀におきましては、旧波賀町域の

中でのやり方がどういう形がいいのかということについて話し合った中で言うこと

なので、別に何らコミュニティ醸成支援事業と地区が逸脱しているということはな

いと考えております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、それはいいんですけれども、その15地区に旧４町だったまちづく

り協議会の組織も15地区に編制し直すのか、何かよくわからないんですけれども、

そうすると、まだ波賀とか千種は旧町イコール、このコミュニティという再定義さ

れた部分も１町域なわけですよね、１区域なわけですよね。先ほどの集落ネットワ

ーク圏形成支援事業補助金というのが波賀地区ということは波賀町全域の意思決定

ということですか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 連合自治会も入っての今のところ話でございますので、

まだ具体のところにつきましては、明確にはなっておりませんけれども、当然連合

自治会も入るということであれば、旧波賀全域での意思決定というふうに考えてい

きたいと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これで最後にしますけれども、まちづくり協議会も旧波賀町域にあった

わけですよね。そこには自治会の関係の方とか、いろいろいわゆる各種団体という

ふうに、どちらかというとそれをいろんなのをまとめてまちづくり協議会というの

が、上、下という話ではないんですけれども、仕組みとしてはそういうふうに考え

ていたんですけれども、まちづくり協議会でそういったことが話し合われたんだっ

たら、まだこれまでの組織図的にはわかるんですけれども、そうではなくて、別の

ところでそういったことがあるということで、もうまちづくり協議会では、そうい

ったところの意思決定はなされない組織だということなんですかね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 まず今、旧町単位でまちづくり協議会を創出してお

りますが、どうしても波賀でしたら波賀の連合自治会と波賀のまちづくり協議会と

の連携というのが今のところかみ合っているかといいますと、なかなかちょっとか

み合いにくい部分があろうかと思います。その辺に向けまして、もう少し両輪が動

くように今回つくらせていただきました地域コミュニティ醸成支援事業というとこ

ろを活用していただきたいなと思っております。 
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○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 先ほど来、コミュニティ醸成支援事業という言葉が何ぼも出てくるんで

すけれども、このコミュニティというのは全市的に対象になっているわけですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 はい、コミュニティ醸成支援事業につきましては、

全市的に先ほど来、部長のほうからも説明がありました15地区を対象としまして、

地域での話し合いであったり、地域活動の部分を支援していきたいなと思っており

ます。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 私の理解が悪いのかどうかというところなんですけれども、この醸成事

業というのは、過疎地域自立促進計画で変更になって出てきた事業だったんじゃな

いかというふうに理解しているんですけれども、その辺については。 

○岡前委員長 わかりますか。 

  中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 過疎地域は、御存じのように一宮町と山崎町を除いた旧

北部２町でございます。そこで行う部分の財源としては、このコミュニティ醸成支

援事業も該当するということで過疎計画のほうに計上させていただいているという

ことです。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この財源は特定財源ということなんですか。この財源は、ということは

どこから。 

○岡前委員長 わかりますか。 

  樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 先ほど部長が申しましたように、波賀並びに千種で

実施する部分につきましては、過疎債のほうを財源とさせていただいております。

その他特例財源につきましては、地域振興基金の利子補給、この利子の部分を活用

させていただいて、その他特定財源とさせていただいております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 ということは、若干わかりにくい、その申請があった自治会なりの地域

によってその財源を使い分けるということになるわけですね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 波賀、千種につきましては、財源が過疎債になりま
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す。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 女性によるまちづくり活動支援事業というのがございます。これはかな

り前からやっておられるわけなんですけれども、平成24年までは300万円というこ

とで、使われたのが48万 5,000円、平成 25年が60万円ということで、ほぼ残ってし

まったということで平成26年には200万円ということになっていますね。平成27年

の予算としても200万円ということなんですけれども、これ、どうしてこんなに使

われないかということに対して何か研究なりされておりますか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 女性によるまちづくり活動支援事業につきましては、

宍粟市におきまして婦人会等々の組織の部分が地区には残っているのかなとは思う

んですけれども、市全体としてなくなりました。その辺を踏まえましてやはり女性

が活動することに対して支援をしていこうという形で、平成24年度に制定させてい

ただきました。その設立当初につきましては、活動団体を想定して300万円の予算

措置をさせていただいたんですけれども、平成25年、26年につきましては、先ほど

ありましたように40万円であったり、60万円という実績にとどまっております。こ

れにつきましても、やはり私どものＰＲの部分も不足している部分もあろうかと思

います。それについてももう少し積極的には取り組んでいきたいとは思っておりま

すが、やはり地域活動に対するその女性の進出というところもなかなか難しい部分

があるのかなというのも現状としては思っております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 そちらのほうでの女性という定義、こんなことを言ったら変なんですけ

れども、女性というのはどの辺の段階までを差しておっしゃっているのかよくわか

らんのですけれども、今、この現状、そちらの壇には女性は１人もおられないわけ

で、やはり女性によるということをうたいながらなかなかその部分に女性が進出で

きないという状況もあろうかと思います。そんな中でよその事例を見ますと、けさ

ＮＨＫでちょっと仕入れてしまいましたけれども、鯖江市では、ＪＫ化という名前

のプロジェクトがあります。これは女子高生による、そういう女性によって何かを

しようということなんですね。そこではクラウドファンディングを利用して、まち

カフェみたいなものをやろうと、女性のための女性の。それには市役所の女子職員

がかかわったり、大学の女性講師とかいろんな方が携わって、女性の女性のための

という感じの事業をやっています。そういう形で何かそういう変わったと言い方も
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おかしいんですけれどもちょっと視点を変えて、こちらから何か仕掛けていくとい

うような方法は考えられませんか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 御指摘のように、今こちらのほうには女性が１名も座っ

ていないような状況で、これは人事面のことでございますけれども、当然視点は女

性という中には、当然若い方から御年配の方まで全て対象にしております。だから

こういう事業があるということをもっと何とか広く周知して、例えば若い子たちが

ここで何かをしたいというのでも対象になるように、それは制度上なるようになっ

ていますので、周知の仕方をもう少し考えていくのが我々の使命かなと、そのよう

に考えております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 先ほど来、消防団の婚活イベントを市外の業者にお願いしてやるとかい

うようなこともお聞きしましたけれども、こういうことさえも、できればこういう

女性の力を利用してやっていくと。それって本当に大事なことやと思うんですね。

今、地域におっての女性、結構、失礼ですけれども未婚の方もおられます。そうい

う方たち、結構昔は青年団という団体がありましたね。それが結構仲を持つという

感じのコミュニケーションをとる団体として結構有意義なものがあったんですけれ

ども、今、その婦人会と同じように青年団という活動も下火になって、ほぼないに

等しい状況だと思うんですけれども、できればそういう形のものがどこかで生まれ

てくるような仕掛けというものをつくっていくという、それが男性からでも、女性

からでもいいと思うんですけれども、何かそういう仕掛けのための資金というもの

に何とか利用していただければありがたいかなというふうに思うんですけれども。 

○岡前委員長 答弁できますか。 

  中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 その点につきましては、検討させていただきたいと思い

ます。ただ、私も新たな施策を考えるということで、子育て中のお母さん方に一度

４町回って話は聞かせていただいたんですけれども、案外行政懇談会にもっと来て

いただいて、意見も言っていただきたいということを言ったんですけれども、やは

り女性ならではの考え方というのは、これからのまちづくりには欠かせないもので

ありますので、当然そういう機会ももっとふやして何とかみんなでつくるまちを目

指していきたいと、そういうふうに考えておりますので、またよろしくお願いした

いと思います。 
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○岡前委員長 ここら辺で休憩しましょうか。大丈夫ですか。 

  そうしたら１時間10分経過しましたので、２時20分まで10分間休憩をとりたいと

思います。 

     午後 ２時１０分休憩 

                                       

     午後 ２時２１分再開 

○岡前委員長 それでは、再開をさせていただきます。 

  委員の方、御質疑ありますか。 

  小林委員。 

○小林委員 主要施策の32ページ下段の消防負担金ですか、デジタル化ということで

かなりの金額が使われているんですが、それは時代の流れとして必要だと思うんで

す。ただ、今、救急車が消防関係の関係で病院との関係にもかかわるかとは思うん

ですが、救急車、その病院待ちというのは今どないですか、ありませんか。 

○岡前委員長 これは、西はりまの関係。 

○小林委員 いや、もうこれと関連しとるから、つながるからね。 

○岡前委員長 答えられるんですか。それは西はりまでもう１つになったから、そっ

ちの関係で。 

○小林委員 それでしたら、いわゆる４億 9,000万円がデジタル化で西はりまに金を

持っていくわけですわ。 

○岡前委員長 そういうことです。 

○小林委員 そのデジタル化をするについて機械化されるわけですよ、無線もいわゆ

る向上するわけ。いわゆる消防のシステムが物すごくよくなると。そうすると救急

車がいわゆる患者さんのところに来て病院に運ぶまでのそのシステムがスムーズに

いくんじゃないかという話がしたいんです。 

○岡前委員長 でもこっちが答えられんですわ。 

○小林委員 答えられんの。ただ、予算を組んで渡しだけという感じ。 

○岡前委員長 消防団の事務は持っているけど、西はりま消防事務組合になってしま

ったから広域消防の関係はもうないんですよ、こっちでは。 

○小林委員 ほなもうここ予算上に出ているだけか。 

○岡前委員長 ここ予算に出とるだけです。 

○小林委員 ちょっと研究してもらう余地があるな。ほなわかりました。それはまた、

これはどこへ聞いたらいいんかな。 
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○岡前委員長 これは、西はりま消防事務組合に、今度どういったシステムになって

今までより早くなるんかということを聞いてもらわなんだら、議長と山下議員が今

２人議員が出ているので、そこの議員に今度の議会のときに聞いてもらうかという

ことです。 

○小林委員 わかりました。そちらのほうに行く機会もないので、そのことだけはし

っかり聞いといてくださいね。お願いしておきますわ。 

  そしていわゆるマイナンバー制にもなるので、患者さんを待たさないというよう

なことで、そういうふうにきちっとできるんかということだけ聞いてもらったらよ

ろしいですわ。 

  続きまして、きょうの資料の７ページ、小学校の災害時のときの井戸、これ80万

円ほど予算が組んである。これ、どこの学校はわかるん。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 山崎小学校と神戸小学校を予定しています。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 実は、これ井戸のことで、いわゆる旧町時代にも避難所の井戸を調べて

くださいということで調べてもらったことがあるんです。自治会に井戸があったん

です。もともと河東村役場の中に井戸があったんです。それを警察に貸しておった

わけですわ。警察と自治会とが兼用して使っていたんです。その井戸を警察が移動

したときに、いわゆる埋めてしまったんです。それでそのときに掘り起こせと、も

う絶対こういうふうな災害が起きたときに要るんだということで役場のほうへも言

うていき、皆さん御存じじゃない、中には上司の人が知っておられる方もおります。

警察が何ちゅうことするんやと、公安委員会が何ちゅうことするんやということで

自治会はかなり怒ったんです。ちょっと待ってくださいなと言って、そのままにい

まだなっているんで。それをこういう予算を組んで、今度またやろうとしているん

ですよね、井戸を直さな。それ見いそらと、こうなっているわけですね。そやから

こういうことをするんやったら、その勝手に埋めた井戸も直してもらいたんやけど、

どないだろう。 

○岡前委員長 答弁できますか。 

  中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 その件につきましては、多分中村の駐在所が移転したと

きのことと思いますけれども、当然管理のほうは総務という形でなっております。

その件とこの本日上げています、これは避難所の関係で県のほうが御存じと思いま
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すけれども、１月の終わりぐらいに避難する小学校のところに井戸を掘ったらとい

うことで、それに連動して今回は予算計上をさせていただいておりますので、先ほ

どの件については、また担当課のほうへこちらのほうから伝えたいと、そのように

思います。 

○岡前委員長 小林委員。 

○小林委員 話されることはよくわかるんやけど、避難所は小学校も避難所なら公民

館も避難所や。大きいか小まいか一緒なんですよ。それからそこの井戸が絶対必要

になるからということを何回も話をして、そのままもういけてしもたら、これから

何年かたったら、もうそれこそ消えてしまうんやで。そやから今のうちに直しとい

てくれやというような話をもう自治会からもし、私も何回か話をしたんですよ。そ

ういうことが起きたということはよく覚えといてください。そしてこういうふうに

して、予算組みして、これが必要になってきたと。思いついたようにして、この井

戸を掘らないかん。ほな、金をかけようかというような、もう何を考えているのか

わからんというふうな、私からいったら考えですわ。そら総務と、そらまちづくり

とは違うとは言いながら、これ使うのは同じことやからね、避難所で使う井戸やか

らね。そやからそういうことは帰って、いわゆる総務とまた協議してもらって、こ

ういう話が出とるんやけど、いや、あない言っているけども、自治会が折れてもう

要らん言うとったんやと言うているかもわからんけど、最初は絶対掘り起こしてく

れということを話しして、いや、もうこらえてえな言うて、そのままになって折れ

たように思っているけど、こういうことを出してきたら、絶対これまた必要になる

んでね。そういうことをちょっと覚えといてもらいたいなと。 

○岡前委員長 答弁要りますか。 

○小林委員 できたら答弁していただきたいですけれども。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 言われるように、当然担当部局のほうに伝えて、今まで

の経緯経過もあると思いますので、そちらのほうと協議して、また御返事のほうを

させていただきたいと思います。 

○岡前委員長 西本委員。 

○西本委員 28ページの地域おこし協力隊のことですけれどもお聞きしたいと思いま

す。 

○岡前委員長 資料はどの資料。主要施策の資料の28ページ。 

○西本委員 主要施策の28ページ、済みません。 
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  地域おこし協力隊ですけれども、一応の説明は聞いてぜひやるべきだということ

で、考えているんですけれども、１点はまず一気に12名を募集するということです

よね。これはうまく全部成功すればいいんですけれども、例えばその人たちが住む

住居、住居は例えば空き家住宅とか、そういうところをあっせんするんだと思うん

ですけれども、またそういう意味でいえば、例えば車を提供する、一気に十数台と

いう形になると思うんです。これは例えば半年ぐらいに分けて６名、６名とか、各

４町に配属するわけですけれども、そういう配属というか来ていただくわけですけ

れども、そういう一気に12名を想定したということがちょっと本当に大丈夫かなと

いう形で思っていますし、あと１点は、この12名がもし入った場合、地域がしっか

り意図を把握していただいて、協力体制をつくる必要があると思うんですが、その

辺の状況をちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 地域おこし協力隊事業につきましてですけれども、

先ほど来の委員会では12名募集しますという形で報告させていただきました。その

結果、御指摘もいただきましたのでいろいろと内部で協議させていただきました結

果、この３月中にまず４名の募集をさせていただきたいと思っております。それに

つきましては、１カ月間の募集を期間を経まして、５月中には確定し、７月ぐらい

への住民票の移動を考えております。また、地域活動に関しまして自治会等の協力

が不可欠なので、そういった部分につきましては、もう少し地域との協議を重ねて、

御理解のもと、先ほど御指摘もいただいたような御理解のもと、受け入れ体制であ

ったり、空き家の提供体制が整い次第、そういったところの募集を夏ごろをめどに

かけていきたいと思っております。その辺につきましては、採用というか、住居移

転については10月ぐらい、９月末から10月ぐらいをめどに実施していきたいなと思

っております。 

○岡前委員長 西本委員。 

○西本委員 わかりました。そういう意味で、ぜひ応援したいと思っていますので、

成功するように仕組みづくりもお願いしたいと思います。 

  それから、主要説明書の29ページの上段ですけれども、通勤・通学の助成のこと

ですけれども、事業内容の②に大学・専門学校に通っている人に対して、これは上

限１カ月20万円ということですよね。あ、２万円、ごめんなさい、じゃあ、ちょっ

と今のは結構です。済みません。じゃあ、一旦ちょっといいです。 

○岡前委員長 ほかございますか。 



－183－ 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今、ただいま地域おこし協力隊のお話が出たので、その関連なんですけ

れども、これは旧４町で３名ずつの12名と、当初の計画だったんですけれども、先

ほどのコミュニティ醸成支援事業とか、まちづくり協議会のあり方も含めて、今後

は旧４町ではなくて、もっと多くの15地区で新たにコミュニティをつくっていくと

いう方針なんだとしたら、どういうふうに３名ずつを動かす話なんですか。そこと

非常に密接に絡んでくると思うんですけれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 先日来の委員会等で旧町ごとに３名というお考えを

示させていただいたんですけれども、あくまでも市としては市内に12名というのを

今年度考えております。めどとしまして、旧町単位で３名程度設置できればなと思

っておりますので、その辺訂正させていただきたいと思っております。 

  また、今後15地区での地域づくりというのを考えていますので、少なくともそう

いった活動が活発化になれば、追加での募集であったり、また次年度での募集であ

ったりというのは、随時図っていきたいなと考えております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いわゆる15地区が受け入れ体制がどうなるかということにもよってくる

と思いますし、必要性とかいうところもあると思いますので、ぜひともそのあたり

としっかりマッチングさせてエリアをしっかり決めて動かさないと、来ていただい

た方が何をしていいのかわからないというのが結構今、地域おこし協力隊というの

は全国的に散っている人たちがいろいろ集まって勉強会をしたり、課題を共有した

りとかしている中で、そういったところ行ったはいいけど、何をしたらいいかわら

ないというところが一番ネガティブな情報というか、来てためにならないというこ

とになりますので、そのあたり制度をしっかり確保していただいて、募集していた

だかないと、来ていただいても定住につながることにはならないと思いますので、

そのあたりもぜひやっていってください。 

  先ほどの15地区ということを新たなくくりとして進めていくんだということをこ

れ、相当啓蒙というか周知して、そういう方向なんだということを理解してもらわ

ないと、まだやっぱり旧町なり、あるところでは自治会なりという、そういう今ま

でのコミュニティのくくりをこれ一挙に変えるというか、変えたいわけですよね。

そのあたりもうちょっとしっかりと、こことここが一緒になってということが地元

というか、地域の方がわかっていないと、こっちは15地区というふうに言っている



－184－ 

けど、受ける側というか、地域の側はそもそもの旧来のコミュニティというくくり

動くという話になってきてしまうと、やはりその意思決定の部分ではそごが出てき

てしまうと思うので、そのあたりというのは、どういう、市域全域に今度から15地

区でまちづくりをしていくんだよということがもう徹底されているという認識なん

ですかね。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 地域づくりの15地区につきましては、現のまちづく

り協議会の委員さんを含め、御提言いただいた部分でもあります。そういったとこ

ろも含めまして、今後こういった形で地域づくりをやっていきますという形もお示

しさせていただいております。また、市の連合自治会を介しまして、今後市のまち

づくりの考え方というのは、こういった考えで地域づくり、まちづくりというのを

行っていきますということもお話しさせていただいております。今現在、地域単位

で、もう既に地域づくりというのを既に進められている地区もございますし、そう

いったところをもう少し不足する部分については職員が出向いて地域づくりについ

てのお話をさせていただきたいと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 済みません、もう１点、コミュニティ醸成支援事業の絡みになると思う

んですけれども、これ先ほどしそう元気げんき大作戦は何か審査というか、外部な

り市民の方で事業性の評価をするというふうにおっしゃったんですけれども、この

地区コミュニティ醸成支援事業のこの地区自治会等が主体となって行っているコミ

ュニティ醸成活動とか、あと合意形成を進める話し合いであるとか、先進地調査研

究というのは、内容がそれに合致するというのは、誰が審査するんですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 あくまでもこれは補助金でして、最終的には領収書

等を添付していただいて、精査させていただきたいと思っております。取り組み活

動につきましては、アドバイザー派遣をさせていただく中で今後先進地視察であっ

たり、地域づくりの取り組みというところを判断させていただきたいと思っており

ます。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そもそも補助金とか、助成金の類いはそういう支給の仕方なんですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 済みません、もちろん補助金交付申請において、計
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画書等を出していただきますので、その中で行政の手順に基づいて審査させていた

だきたいと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 コミュニティ醸成活動という部分は、今やっている活動に対する支援に

近い状況だと思うんですけれども、この合意形成を進める話し合いとか、先進地調

査というのは、先進地調査というのはわかるんですけれども、合意形成を進める話

し合いに対する補助というのは、どういうことを想定しているのか全く見えないん

ですけれども、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですけれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 金額的には15万円という予算というか、補助金交付

要綱をさせていただいておりますが、単位自治会での話し合いではないので、地区

での話し合いとなりますと、どこかのコミュニティ施設であったりとか、自治会館

を使用されると思います。そういったところに費用が発生するのであれば、そうい

った費用であったりとか、ワークショップをされる備品等の費用についても支援は

考えております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いろいろそのまちづくりとか、そういった交付金なり、合併のこともあ

ってコミュニティを再形成しなきゃいけないというときに、どういう話し合いをす

るかというところを縛りをかけている自治体もあるんです。とにかくワークショッ

プをしなさい、そこに参加するのは各種団体の代表ではなくて、地域住民全体が参

加するとかいう、そういうふうにどういう話し合いをしてというところの縛りはな

いんですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 その辺につきましては、補助金交付要綱でそういっ

た部分をお示しさせていただきたいと思っております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ぜひとも、単にその合意形成のための話し合いと言われても何をしてい

いかというのは多分わからないと思いますし、手法なり、そこに講師の方、そうい

った会議を回す方とかをしっかりと派遣するとか、そういうふうなところで合意形

成をするための手法みたいなものもしっかりと提示した上でやっていかないと、た

だ単に集まって話しているだけでもそれは合意形成の話し合いだと言われてしまっ

たらそうなってしまうので、そのあたりちょっと要綱の中で整理していただきたい
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と思います。 

  予算書の中に、先ほどの地域振興費の中に予算書の67ページの上段のほうに、ワ

ークショップ指導員謝礼288万円というのがあるんですけれども、これは何の指導

員なんですか。ワークショップの指導員って、もっと具体的に教えてほしいんです

けれども。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 このワークショップの指導員につきましては、先ほ

ど来御指摘いただいております醸成事業に対する指導員であったり、アドバイザー

の派遣費用として計上させていただいております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃあ、これは今までは支給の実績がなくて、その部分に新たに補助メ

ニューができたので、そこへのアドバイザーの派遣を別予算で、市からダイレクト

にその話し合いに派遣するという話ですか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 アドバイザー派遣につきましては、平成26年度も予

算計上をしておりました。その中で実績としましては、千種へ派遣させていただい

た部分があったりしておりますが、兵庫県の事業等も取り入れさせていただきまし

て、できるだけ県の事業へ合致するものにつきましては、その部分を活用してアド

バイザーの派遣であったり、地域活動の支援を行っております。今年度につきまし

ては、もう少しこういった話し合いの場を持っていきたいなということで288万円

の予算計上をさせていただいております。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  高山委員。 

○高山委員 ２点ほどお聞きしたいと思います。 

  主要施策の説明書の29ページなんですけれども、それの下段なんですけれども楽

しそう定住促進事業ということで、地方創生資金を活用しての事業なんですけれど

も、事業そのものをここに書き上げているんですけれども、ラジオ関西でまたこう

いった田舎暮らしの情報提供というようなことなんですけれども、今、宍粟市にお

いでになっておるパーソナリティの谷五郎さんがいらっしゃいますけれども、同じ

ような広報活動をしていただいて、結構宍粟をＰＲしていただいて大変ありがたい

なと思っておるんですけれども、また別にこれ、誰かにお願いして委託するわけな

んですか、そのあたりもう少し詳しく教えていただきたいんですけれども。 
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○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 このラジオ関西の番組にての田舎暮らしというのにつき

ましては、今現在、平成26年度までは谷五郎さんのほうで各地に飛び回っていただ

いて、固定番組じゃなしに月曜日からの番組の中で紹介していただいているという

ような状況でございます。これじゃなしに、今度は新たにラジオ関西のほうの番組

改編もございまして、土曜日の朝にそういう番組ができ、谷五郎の番組があります。

その中で２カ月に一度、葛根にありますＧＯＲＯハウスのほうから生中継をして宍

粟で今定住で暮らしていただいている方、また市の施策、そして時には観光のタイ

ムリーな今からこういうものがありますというようなことを新たな手法でさせてい

ただくということで、今回は定住をメーンにして宍粟で暮らして、こういうことが

楽しいことがありますよとかいうのを実際の体験談も交えて、葛根のほうから生放

送をするということで、こちらのほうへ６回分、正確には４月11日に１回目を放送

するというのが決まっておりますけれども、４月から偶数月６回するということで

これだけのお金を上げさせていただいております。 

○岡前委員長 高山委員。 

○高山委員 委託料は新しい方を募集するのではなくて、今現在おられる方、谷五郎

さんにお願いするということなんですね。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 パーソナリティはあくまで自分が葛根のほうに住んでい

ただいておりますので、谷五郎さんに引き続いてやっていただいて、番組自体が２

時間番組だと思います。その中でスポット的に５分を４回程度とっていただいて、

その都度宍粟の者が出てＰＲ、谷五郎さんとかけ合いをしながらＰＲをすると、そ

ういう取り組みをしたいなということを思っております。 

○岡前委員長 ほかございますか。 

  高山委員。 

○高山委員 先ほど説明をしていただいてよくわかりました。大いに期待しておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点、安全安心のまちづくりということで、交通安全及び防犯対策というこ

とで、この資料の最後ページなんですけれども、９ページを見させていただいたら、

大変この宍粟の土地も物騒になってきたんかなと、こう思うんですけれども、防犯

カメラの設置事業ということで80万円の予算計上をされているんですけれども、当

然のことながら地域からの要望が出て、予算計上になったんだろうと思うんですけ
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れども、先般、淡路市で大変な大きな問題というのか、悲しい出来事が発生したん

ですけれども、宍粟においてもそういったことが、これから先どうなるかわからな

いんですけれども、そういった事例も出てくるんじゃないかなといって懸念はされ

ているんですけれども、そのあたりでこの自治会と地域団体ということなんですけ

れども、今のところ８件ほどの要望なのかなと思うんですけれども、今後において

そういった要望が出てくれば、当然のことながら補正を組みながら事業に取り組ま

ないかんだろうと思うんですけれども、これはここに書いてあるように自治会、地

域団体からの要望であればよろしいのですか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 そのとおりです。自治会、もしくは地域の防犯団体等で、その

とおりです。 

○岡前委員長 よろしいですか。 

  高山委員。 

○高山委員 カメラで映っているので、こんなことを聞いたらいけないだろうと思う

んですけれども、あえて聞きたいんですけれども、それぞれ地域に氏宮さんという

お宮さんがありますよね。そのあたりで大変、いわばさい銭泥棒とかいった、本当

に不当な行為をする者がおりまして、大変な目に遭いよるんやという話が出てくる

んですけれども、そういったことにでも自治会、地域団体から要望があれば取り合

っていただけるのかどうか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 防犯カメラにつきましては、あくまでも公道ということ

が基準でございます。公道を映すということで、当然それぞれやはり神社、仏閣等

においてそういうこともあろうと思いますけれども、それにつきましては、やはり

そこの所有者等の自助努力ということになりますので、あくまでもプライバシーの

ことも考えて、それぞれが公道が映る、ここへつけたいという申請をいただいて、

それに基づいてということで、境内地を映すとか、そういうものについては、市と

しては補助対象ということは今のところ考えていません。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 空き家対策なり、定住化対策なり、そういうことの中で住宅取得の際の

支援なりあるんですけれども、市として住宅を改造して市営住宅というような形で

貸し出すとかいう構想はありませんか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 
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○中岸まちづくり推進部長 そういうのも１つの案かとは思いますけれども、やはり

そのためには市のほうが買収するとか、それとも寄附でいただくとか、そういうこ

とが前提になろうかと思います。ただ、やはり当然所有権ということが不動産には

全てついてきますので、安易にそれを市のものにして、あとの管理がどうかという

こともあるので、やはりそこはまた今後の検討課題というふうにさせていただきた

いと思います。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 一定この空き家をそういう形でいろんな方に使っていただくという状況

をつくりたいという中で、やはり積極的にＰＲしていく、そういうやり方を示して

いくという形では、何か他の自治体ではＮＰＯに働きかけて、そういう改造事業を

やって呼び込むとか、積極的にやっておられますね。今、当市ではどちらかといえ

ば、まちの方向がほとんどやと思うんですね。こういうのあるんですけれども、誰

か来てくれませんか、要りませんかという形で、失礼ですけれどもはっきり言って

アンコウ型と申しましょうか、じっと口をあけて待っているような状況であろうか

と思うんですね。できれば、こういう形もあるんですというようなことをきちっと

示していくことがＧＯＲＯハウスにしても、谷五郎さんという有名人がおられるわ

けなので、はっきり言ってＰＲにはなるけれども、過ごし方の何かこう見本という

わけにはいかないというふうに思うんですね。その辺の考え方はどうでしょう。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 空き家でのＰＲの仕方なんですけれども、本年度に

つきましても都市部のほう、神戸であったり、尼崎のほうに空き家相談会のほうへ、

これは西播磨が主催しておるわけなんですけれども、参加させていただいて、宍粟

市の空き家のＰＲ等も行っております。しかしながら、やはりもう少しそういった

ところについて力を入れていくべきという判断のもと、来年度につきましては、定

住促進に対する支援員、専門員を置くことも計画しております。 

  また、先ほどいただいたように、第三者機関であったりするところに委託すると

いう手法もあるかと思います。その辺につきましては、今後また検討させていただ

きたいと思います。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今の定住のＰＲという部分で出たんですけれども、僕の認識が間違って

いたら言っていただきたいんですけれども、今、葛根にある施設というか、ＧＯＲ

Ｏハウスというのは、どちらかというと、最初はＰＲのために定期的に通っていた
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だいて、そこからラジオとか等を発信するということはわかっているんですけれど

も、定住に至るまでにちょっとお試しというか、長期滞在して、そういったことを

体験するみたいな施設みたいなものを整備する予定があったように思いますし、そ

れがそこの葛根だったかどうかというのはちょっとわからないんですけれども、そ

ういう制度はないんですか。いきなり買うとか、借りるとかいうことではなくて、

１カ月ぐらいちょっと過ごしてみようかなというのが結構いろんなところでも定住

促進としてやっているところがあるんですけれども、その構想はなかったんでした

か。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 御指摘のとおり葛根につきましては、今現在、谷五

郎さんにおけるＰＲのほうを重きに置いているわけなんですけれども、基本的には

モデルハウス的な形でやっていくという趣旨でございました。それに基づきまして、

本年度安賀で１件農業体験を含めた部分という形で空き家の改修をさせていただき

ました。それについては、運用については、産業部のほうで担っていただくという

形で今現在調整していただいております。 

  あとその部分につきましても一宮であったり、千種であったりというところは来

年度に向けてふやしていく予定にしております。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、波賀町の安賀で動いているのは、あくまで新規就農のためですよ

ね、農業体験とか、田舎暮らしなり、その定住促進に向けて試しの期間じゃなくて

３年という縛りがありませんでしたっけ。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 安賀の物件につきましては、現在は３年の新規就農

という形で縛りをかけているということで認識をしております。その辺につきまし

てもやはりそれについては３年間固定になってしまいますので、やはり田舎暮らし

の体験という形で北部であったり、山崎の北部地域にも幾らかの整備については、

それこそ農業を軸に置くのか、産業を軸に置くのか、あくまでも定住だけでのモデ

ルハウスにするのかというのは調整させていただいて、整備のほうは進めさせてい

ただきたいと思っております。 

○岡前委員長 西本委員。 

○西本委員 防犯カメラのことなんですけれども、自治会のほうで要請があればあれ

するだけですけれども、確かに抑止力にはなると思いますけれども、ＤＶＤか何か
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にデータをとられるわけですよね。データをとって管理をするのは自治会というこ

とですか。 

○岡前委員長 清水消防防災課長。 

○清水消防防災課長 そのとおりです。申請していただいたときに、防犯カメラの運

用、ガイドラインを作成しております。そこでその中できっちり管理する責任者を

決めていただいたり、取り扱いについてもガイドラインに沿って指導していきたい

と思っております。 

○岡前委員長 西本委員。 

○西本委員 そのデータが変な方向に流れないとかいうことをしっかりしないと非常

にまずいなと思うので、その辺またしっかり制度をつくっていただいてお願いしま

す。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 地域おこし協力隊の件ですけれども、ほぼその12人については数的には

決定していると思うんですけれども、どこへ行っていただくかという分につきまし

ては、横のつながり、各部署によっていろんな産業部であれいろんな部分で検討は

されているとは思うんですけれども、地域からの要望ではなく、逆に産業部なら産

業部からこの事業に対して１人ちょっとどうでしょうかという形の呼びかけになろ

うかと思うんですけれども、それで12人全員がさばけると言ったらおかしいんです

けれども、配置できるものなのか、逆に地元からうちにくださいと手を挙げてきて

いただくことができるのかどうか、その辺の考え方は。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 地域おこし協力隊についてなんですけれども、先ほ

ど説明させていただきましたとおり、今月の末から募集させていただく部分につき

ましては、産業部であったり、市民生活部等々連携した部分について募集をかけさ

せていただいております。あとの部分につきましては、地域の理解が必要だという

ことで、今後地域と協議を進めながら受け入れ体制あったり、施設の整備等も含め

まして、10月の受け入れをめどに実施していきたいと思っております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 その最初の４名に関しては産業部なり、そういうところの必要であろう

という人員を募集するということですので、ということは、それなりのスキルを持

った方を募集するということでいいんでしょうか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 
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○樽本まちづくり推進課副課長 産業部であったり、今、市民生活部等からいただい

ている部分については、条件的な部分というのはきちっとお示しいただいておりま

す。その辺につきましても、その活動が主たる地域への話し合いもその部を通して

していただいております。そういったことも含めまして、条件というのはきちっと

お示しして募集をかけさせていただきたいと思っております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 条件がつくというか、かなり人選も厳しくなろうと思うし、応募してく

る方も本当に限られてくると思うんですけれども、人を選ぶというのは大変難しい

部分があろうかと思うんです。そういう人間性とかいうものはなかなか見れないと

いう部分はあるので、やはり仮に来ていただいて１週間なり、２週間なり、その地

域で生活して、先ほどの定住のものでもありませんけれども、そういう形のことも

含めて人選していくという形のものをとっていただきたいと思うんですけれども。

どうしてもそこに住みついて、そこと協力していくということについては、大変来

る方も大変ですけれども、受け入れるほうも大変だと、その辺のコミュニケーショ

ンのとり方というのも１回や２回面接して、その人の実情がわかるかどうかという

こともあると思うんで、そういう形の人選のやり方というものも含めて考えていっ

ていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 地域おこし協力隊の採用に当たっては、先ほど来か

ら申し上げております、その関係する部署であったり、関係する団体、関係する地

域の方も交えて選考には当たらせていただきたいと思っております。地域おこし協

力隊については、全国的にメジャーになってきておりますので、なかなか設立当初

の優秀な人材を発掘するのが難しくなってきているとは聞いております。その部分

について募集があったから採用ということではないと思っておりますし、人を見る

というのやはり大変なことなので、地域の方と一緒にその辺は採用に当たっては慎

重に取り組んでいきたいと思っております。 

○岡前委員長 ほかよろしいですか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 この主要施策の27ページの下段の定住促進支援事業の関係なんですけ

れども、最前からいろいろと議論がされているところなんですけれども、この目標

が転入10世帯を来てもらうんやという目標が立っているんですけれども、今までの

実績というんですか、平成26年度で70万円の予算がされていますけれども、平成26
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年度の実績はございますか。 

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 この定住の関係で支援の関係なんですが、９月以降、以

前はなかなか入ってこられなかったんですが、この改修等の助成のところで空き家

バンクを活用するということになってから、ことし６件成立して、あと今、交渉し

ているところが２件ほどあります。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 平成26年度の実績につきましては、まず引っ越しにつき

ましては、先ほど言いましたように６件でございます。それと改修につきましては、

３件というものをして、人数にしましたら、大人・子供を合わせて20人が平成26年

度にはこちらのほうに転入していただいたという形になっております。 

○岡前委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ほんならこの目標10世帯の転入は可能だということにみたいですけれ

ども、この最前からいろいろと借り手はあるんやけど、貸し手がないとかいう話が

あったんですけれども、この20人転入された方はどういう希望でこちらに、宍粟市

のほうに来られたか、どういう需要というか、住みたいというような理由というん

ですか、それを把握されているんですか。ただ単に借りたいとかいうことだけでは

ないと思うんです。田舎に住みたいとか、いろんな理由があって来られていると思

うので、その人らの来られた理由を分析して、やっぱりそういういろいろな理由、

多い理由を中心に推進していくとかいうことを考えんと、ただ単なるこういうを制

度をつくっていますということだけだったらなかなか推進できないと思うんです。

そこらの、どうしてどういうところがよかったので宍粟市へ来られたというような

ことはちゃんと分析されていますか。 

○岡前委員長 わかりますか。 

  樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 全てが全てちょっと今把握しているわけではないん

ですけれども、宍粟市の田舎暮らしという形で、こういった田舎、水があったり、

山があったりしたところで暮らしてみたいという方がまず大半を占められているの

かなと思います。山崎の商店街の中にもそこで起業したいという形で１名今現在、

改装工事等もしていただいております。また、都会からＩターンなんですけれども、

もともと本人さんのお母さんであったりお父さんが宍粟市出身でおられて、そこに

帰ってきて、おばあさんとともにそこで生活したいという形で帰って来られる方も
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おられます。一概にこういった目的の方が多いというわけではないんですけれども、

やはり物件数については、田舎の部分、北部の部分で求められている部分も多いの

かなと思いますので、今後はそういったことにも答えられるよう取り組んでいきた

いと思っております。 

○岡前委員長 林副委員長。 

○林副委員長 今、Ｉターンとか言われたんやけど、私が尋ねているのは空き家バン

クを活用して転入された人のことを尋ねよるんですけれども。 

○岡前委員長 わかりますか。 

  樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 空き家バンクも活用された方もやはりＩターンでお

ばあさんとは住まれないですけれども、空き家を探して、その近くに住みたいとい

う形で活用されている事例がございます。 

○岡前委員長 林副委員長。 

○林副委員長 最前からのなぜ進まないかということの理由の中で、盆とか正月に帰

るさかいにちょっと貸し出しするのが少ないんやという話があったと思うんです。

それでなかなか推進できんのやということがあったと思うんですけれども、その理

由だけではないような今の説明を聞いたらね、ないと思うんです。そやさかいに何

でそういう宍粟市へ移住したいとかいう、そういう都会の人たちの気持ち、希望、

それらをはっきりちょっと把握しておかないと登録をしてもらうにもなかなか推進

するのは難しいだろうと思うんです。そやさかい都会の人たちのニーズ、ほんなら

極端なことを言って千種の山奥の私のところの近所へ住みたいんやとか、ほんまに

純然たる山奥がいいんやとか、またもっと山崎の中心部みたいな便利のところがえ

えんじゃといういろいろなニーズがあると思うんです。そこらはある程度把握され

ておるんですか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 それぞれ空き家を借りたいという方のニーズにつきまし

ては、バンク利用の申し込みがありましたときに、どういう形で使いたい、またど

ういうところに住みたいということについては聞き取り調査で行っているようなと

ころでございます。 

  また、ただ近いときに来られた方に聞きましたら、宍粟には縁もゆかりもないん

だけども、神河町、佐用町、上郡町、いろんなところを見て、宍粟が一番親切に対

応してくれたということで人材のところでもやはりほかのところには勝たんとあか
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んということも考えております。だから、当然定住支援員等の方も来年から市のほ

うで配備する予定ですけれども、その方には当然親切丁寧な現地案内もするという、

そういうふうな形でより一層進めていきたいというふうに考えております。 

○岡前委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ちょっと長くなるんですけれども、今までにも各旧町に他市町から移

住されていろいろと生活されておられる方があると思うんです。そこらは、それま

でにいろいろ何で来られたんですかというような意向調査というのはされておると

思うんです。そやさかいに宍粟のよさをＰＲして移住してもらうんやと言うんやけ

ど、やっぱり机上でそういう計画、こういう制度をつくりますとか言うたって、や

っぱり外から来たいという人の希望に沿わなんだらなかなか来てくれてないと思う

んです。そやから今まで来られている方のそういう要望とか、また鈴木委員はよそ

から来られて波賀町にいます。定住されています。そやから中から見て考えるのと、

外から見て考えるのとまたＰＲの方法が違うだろうと思うんです。ですからやっぱ

りそういうちゃんとしたお手本がおるんやから議員さんの中にも。その人たちの考

え方とか要望とか、意見とかをちゃんと聞いて、ほんならＰＲするターゲットをど

こに絞るのかというようなことでせんとざっくばらんに大まかにＰＲしたってなか

なか進まないだろうと思いますし、宍粟市内にも田舎暮らしの専門のＰＲしておら

れる業者があると思うんです。そこらは専門誌でいろいろ宍粟のよさをＰＲしたり

されています。そやさかいにそういう専門誌を活用するとか、そこやったらそうい

う田舎暮らしをしたいという人が必ず見ているので、そやさかいにラジオで流すと

か言うたって、ホームページに出してますと言うたって、やっぱり関心がないとそ

こを見てくれんし、ホームページを開こうと思ったって、宍粟って難読で宍粟とな

かなか読めんので、ホームページもよう開かんと思うんです、知っている人でない

と。そやさかいに、やっぱりいろいろな手だてをとってＰＲをするということを考

えてもらわんとあかんと思うんですが、どうですか。 

○岡前委員長 井上まちづくり推進課長。 

○井上まちづくり推進課長 この定住については、本当にいろんな形で宍粟市に来て

もらうような手法をとっていかないかんということで、平成27年度は先ほどから話

しておりますように相談員等を置いて、都会のほうでも相談会等に行って顔を合わ

せていろんな意見を聞いた中で進めていくようなこともしていきたいなと思ってお

ります。やっぱり都会の人とこちらの人との思いは違うかと思いますので、そうい

ったことは十分にとっていきたいなと思っております。 
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○岡前委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この目標は達成できるのでええがなという話になろうかと思うんです

けれども、そうじゃなしにもっともっと目標を引き上げて、少子化と過疎化に歯ど

めをかけようという制度なので、やっぱりその成果があらわれるように、やっぱり

こういうこともやっています、ああいうことを今やっていますというだけでなしに、

本気で取り組んでほしいなと思います。以上です。 

○岡前委員長 何か答弁ありますか。 

  中岸まちづくり推進部長。決意を。 

○中岸まちづくり推進部長 言われることもごもっともと思います。中の目だけじゃ

なしに、やはり外の目を活用してやっていかんと人も来てくれんということも十分

わかりますので、いろんな観点から、また冒頭、次長が申しましたようにタイムリ

ーな施策が打てるように鋭意努力していきたいとそのように考えております。 

○岡前委員長 大体出尽くしたかなと思うんですけれども、まだありますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 最後にちょっとどの事業ということじゃなくてお伺いしたいんですけれ

ども、まず総合計画との兼ね合いなんですけれども、ほとんどが６章の住民・行政

の参画と協働による自主創造のまちづくりのところの絡んできているんですけれど

も、定住促進とかいうのが住宅施策の５章に絡んで、総合計画の中に位置づけてい

るんですけれども、これは本当に５章なんですか、６章じゃないんですかね。ここ

ともう１点聞きたいんですけれども、ここをまずちょっと。 

○岡前委員長 答えられますか。 

  中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 総合計画の大もとは企画総務部でございますけれども、

やはり６章のほうはやっぱり協働によるまちづくりという観点が主で考えましたら、

やはり定住というのも当然協働によるまちには入りますけれども、やはり観点とし

ては交流という観点なりを、その活力あるまちづくりにつながるというところを主

に置いて、こちらのほうに入れているのではないかなと、そのように考えておりま

す。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃあ、これは担当ではなく、総務が振り分けるという話なんですか。 

○岡前委員長 中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 今、これ現在の総合計画の中でございますので、新たな



－197－ 

今度新しく総合計画を立てるときには、どこへ入れるかということについては、ま

たその場で入れる場所を確認していただけるんじゃないかと、当然こちらの部とし

てもやはりあるべきところへ持っていくということは具申はしていきたいというふ

うには思います。 

○岡前委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あと、これは目標の持ち方なんですけれども、この前総務企画で地方版

総合戦略の話で、今求められている成果指標の考え方というのがありまして、非常

にまちづくりの部分というのは、ソフト的な意味合いが多くて活力とか、コミュニ

ティの活性化とかって非常に数値にあらわれにくい部分なんですけれども、今、ま

ちづくりの主要施策に掲げているのは、全部提案数であるとか、転入10世帯とかい

う非常に事務量みたいな感じの評価しか目標ができていないので、非常に難しい作

業かもしれないんですけれども、どういうところが活性化とか、そういったまちづ

くりに掲げている、そういった地域コミュニティの部分をどういうふうなところで

諮っていくかというのは、ぜひ部内で議論していただいて、この予算がそのために

かかっているということを意識していただかないと、提案数５件に対しての幾らと

か、申請10件に対する幾らとかということではないと思うので、ぜひともそこは執

行する中になると思うんですけれども、議論いただいて、こういうことで活性化と

かを図るんだということをぜひ明確にして委員会なりに報告していただきたいと思

いますのでお願いします。 

○岡前委員長 答弁よろしいですか。 

  飯田委員。 

○飯田委員 最期に済みません。楽しそう定住促進事業についてですけれども、この

田舎暮らし相談員の設置ということで、今さっき林委員のほうからもいろいろとそ

れの方法とかいろんなことについてあったんですけれども、考え方としてこの相談

員の方は市内在住の方を考えていらっしゃいますか。どういう考え方でしょうか。 

○岡前委員長 答弁は。 

  中岸まちづくり推進部長。 

○中岸まちづくり推進部長 基本的にはやはり宍粟のことをよく知っていただいてい

る。それでまた当然この方には、先ほど担当のほうが申し上げました県と一体とな

って、都市部での田舎暮らしのＰＲも言っていただかんとあかん。そうしたら、そ

の中で宍粟はどんなところですかということなり、人情的にどうですかということ

全てそういうことを知っていただくということで考えれば、市内の人を基本に置い
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て考えていきたいなと思っております。 

○岡前委員長 飯田委員。 

○飯田委員 若干私は、逆のことを考えてみたんですけれども、この地域おこし協力

隊という部分で、この宍粟を愛し、宍粟に住みたい、そして宍粟に来て、宍粟のこ

とを勉強して、外にＰＲしてくれる人、こういう考え方を持ってもいいんじゃない

かなと思うんですけれどもね。だからそういう方を選んで来ていただいて、その方

をＰＲに使うと、そういう考え方も必要じゃないかと思うんですけれども、今、い

ろんな意味で日本全国またがったようなＮＰＯ法人とか、そういう田舎暮らし、そ

ういうことをいろんなところでＰＲしていく団体もあります。そういう中でそうい

う専門的な知識を持った人、そういう人が来てくれて、その人がまた都市部へ行っ

てＰＲすると、そういうことの利用というのは大切じゃないかと、観点を変えなか

ったら、宍粟によって宍粟はええところなんですよと、そら言いたいわけなんです

けれども、申しわけないけれども宍粟からどんどん人が出ていくんですよね。だか

らその宍粟のいいところ、なんでそんなええところみんな出ていくんやという考え

方もあるので、できれば、来て、来た人が宍粟はいいところなんだという認識を持

って、また広めてくれる、そういう方を要請するというんですか、そういう人に来

ていただくという形の考え方を持てませんか、どうでしょう。 

○岡前委員長 樽本まちづくり推進課副課長。 

○樽本まちづくり推進課副課長 先ほど飯田委員から御指摘ありましたように地域お

こし協力隊等の活用についてなんですけれども、田舎暮らし相談員につきましては、

今、部長がお答えさせていただきましたように、今年度につきましては、まず市内

の方が市をよく知っておられる方からＰＲしていただこうというふうに思っており

ます。しかしながら、地域おこし協力隊等で宍粟市に定住していただいて、１年過

ごされた方がまたそういった部分に従事していただくということも今後は考えてい

きたいと思っております。 

○岡前委員長 それでは、いかがですか。よろしいですか、大体。 

  それではないようですので、以上で、まちづくり推進部の審査を終わらせていた

だきます。どうも御苦労さまでした。 

     （午後 ３時２３分 散会） 


